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第１章 計画策定にあたって 
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１ 地域福祉をめぐる動向 

(1) 社会福祉法の改正の背景～「地域共生社会」の実現に向けて 

2016（平成28）年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、

子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高

め合うことができる「地域共生社会」の実現が掲げられました。これに対応して、

厚生労働省は、2016（平成28）年７月に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本

部を、同年10月には「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在

り方に関する検討会」（地域力強化検討会）を設置し、「支え手」と「受け手」が固

定しない社会や制度づくり、「縦割り」を超えた相談支援体制など、地域住民主体の

課題解決力強化と相談支援体制の方向性について検討しました。 

2017（平成29）年６月には、「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり・包括

的な支援体制の整備を内容とした社会福祉法の改正（2018（平成30）年４月１日

施行）が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：厚生労働省 
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(2) 地域福祉計画に関する社会福祉法の改正（2018（平成30）年４月１日施行） 

社会福祉法の改正により「第107条（市町村地域福祉計画）」が変わりました。 

＜地域福祉計画の改正のポイント＞ 

○地域福祉計画策定の努力義務化 

○上位計画としての位置づけ 

○包括的な支援体制構築の位置づけ 

○進捗管理及び評価の努力義務化 

・現状では、高齢者、障害者、子ども・子育てといった対象ごとに計画が策定され、それ

ぞれ根拠法を異にしているが、これらに共通する事項を市町村地域福祉計画に盛り込

むことで、他の計画の「上位計画」として位置づけていくことが必要である。 

・地域福祉計画と他の計画の調和を図る方法としては、他の福祉に関する計画と検討や

見直しの時期をそろえることや市町村地域福祉計画と他の福祉に関する計画を一体的

な計画として策定すること、他の福祉に関する計画の策定委員を地域福祉計画の策定

委員にすることなども考えられる。 

※出典：地域福祉（支援）計画策定ガイドライン改定のポイント（厚生労働省） 
 

(3) 福祉政策の新たなアプローチの強化と市町村における包括的な支援体制の構築 

社会福祉法の改正を経て、厚生労働省は、2019（令和元）年５月には「地域共生

社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」（地域共生社

会推進検討会）を設置し、市町村における包括的な支援体制の整備を推進する方策

について検討を進めました。 

＜地域共生社会推進検討会 とりまとめの概要＞ 

① 福祉政策の新たなアプローチ 

1) 対人支援において今後求められるアプローチ 

・具体的な課題解決を目指すアプローチ 

・つながり続けることを目指すアプローチ（伴走型支援） 

2) 専門職の伴走型支援と住民相互のつながりによるセーフティネットの強化 

3) 重層的なセーフティネットの構築に向けた各主体の役割分担の在り方 

② 市町村における包括的な支援体制の構築 

1) 断らない相談支援：本人・世帯の属性にかかわらず受け止める相談支援 

2) 参加支援：本人・世帯の状態に合わせ、地域資源を活かしながら、就労支援、

居住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する支援 

3) 地域づくりに向けた支援：地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における

多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す支援 
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２ 本計画の性格 

(1) 地域包括ケアシステムの構築を目指した保健・福祉計画の総合化 

第３期桑名市地域福祉計画の基本方針２（「地域包括ケアシステム」の構築に貢

献します）に掲げられていたように、地域福祉計画をはじめ保健・福祉関連の計画

は、高齢になっても住み慣れた場所で生き生きと暮らし続けて人生の最期を迎えら

れるよう「地域包括ケアシステム」の構築に貢献することを目指しています。 

地域包括ケアシステムの構築は、「自助」「互助」「共助」「公助」が効果的に組み

合わさることで実現します。 

市民一人ひとりが、自らの健

康管理（セルフケア）や地域活

動等への参加（自助・互助）に

より健康寿命の延伸を図ると

ともに、たとえ介護や生活上の

支援が必要となっても、地域住

民の支え合い・ボランティアに

よる生活支援（互助）と、医療・

介護サービス等（共助）、行政等

の福祉事業、生活保護等（公助）

により、住み慣れた地域におい

て生きがいを持って、安心して住み続けられるまちづくりに向けて、地域住民、ボ

ランティア、事業者、関係団体、行政等が協力して地域福祉の推進に取り組みます。 

社会福祉法の改正を受けて、本計画は、桑名市総合計画との整合性を図りつつ、

「地域福祉計画」、「生活困窮者自立支援事業計画」及び「健康づくり計画」を一体

的な計画として策定するとともに、「いのち支える行動計画（自殺対策計画）」及び

「子ども・子育て支援事業計画」も一体性を保ちながら「桑名市地域福祉保健計画」

として同時に策定しようとするものです。 

  

●地域包括ケアシステムを支える 
「自助・互助・共助・公助」 

※＜地域包括ケア研究会＞－2040年に向けた挑戦－ 
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(2) 計画の法的根拠 

計画 根拠法等 

地域福祉計画 

社会福祉法第107条に基づく「市町村地域福祉計画」 

地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める。 

(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉

に関し、共通して取り組むべき事項 

(2) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

(3) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

(4) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

(5) 包括的な支援体制の整備に関する事項（社会福祉法第106条の３第

１項各号に掲げる事業を実施する場合） 

生活困窮者自立

支援事業計画 

「生活困窮者自立支援制度と地域福祉施策との連携について」 

（平成30年10月１日 社会・援護局地域福祉課長通知）（抜粋） 

生活困窮者自立支援制度は、地域福祉を拡充し、まちづくりを進めてい

く上でも重要な施策であることから、地域福祉計画の中に位置づけつつ、

計画的に取り組むことが効果的である。 

健康づくり計画 

健康増進法第８条第２項に基づく「市町村健康増進計画」 

「健康日本21（第２次）」の理念に基づき、市民の主体的な健康づくり

の総合的な推進を図るための方針 

 

(3) 計画の位置づけ 

●地域福祉計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

桑名市総合計画 

桑名市地域包括ケア計画 

桑名市障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画  

その他 

桑名市子ども・子育て支援事業計画 

桑名市いのち支える行動計画 

桑名市地域福祉保健計画 

桑名市生活困窮者自立支援事業計画 

桑名市健康づくり計画 

桑名市地域福祉計画 

 

桑
名
市
社
会
福
祉
協
議
会 

地
域
福
祉
活
動
計
画 

地域福祉の
理念・目標
の共有化 
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(4) 計画の期間 

本計画の期間は、2020～2024（令和２～６）年度の５年間とします。 

●計画期間 

2015(平成27) 

年度 

2016(平成28) 

年度 

2017(平成29) 

年度 

2018(平成30) 

年度 

2019(令和元) 

年度 

2020(令和２) 

年度 

2021(令和３) 

年度 

2022(令和４) 

年度 

2023(令和５) 

年度 

2024(令和６) 

年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域福祉保健関連計画の経緯 

(1) 地域福祉計画 

＜くわな地域福祉総合プラン＞ 

○1990・1991（平成２・３）年度、桑名市及び桑名市社会福祉協議会は、1993（平

成５）年度からの老人保健福祉計画をはじめとした市町村による福祉計画策定が本

格化する以前に、全国に先駆けて「くわな地域福祉総合プラン」を策定しました。 

 

＜地域福祉計画の法定化＞ 

○2000（平成12）年６月に「社会福祉事業法」の大幅な改正が行われ、名称も「社会

福祉法」に改められました。この中で、地域福祉（地域社会を基盤とした福祉）の推

進が明確に位置づけられ、「地域福祉計画」に関する規定が設けられました。 

 

＜第１期計画＞ 

○地域福祉計画の法定化を受けて、桑名市では第１期の「桑名市地域福祉計画」を2002・

2003（平成14・15）年度に策定しました。また、同時に、桑名市社会福祉協議会が、

地域福祉計画の実施計画にあたる「桑名市地域福祉活動計画」を策定しました。 

 

＜多度・長島地域版＞ 

○2004（平成16）年12月に、旧桑名市、旧多度町及び旧長島町が合併し、新たな桑名

市が誕生しました。各地域の特徴を、新市における福祉のまちづくりに生かすよう、

多度地域及び長島地域の市民の声を反映させた「桑名市地域福祉計画《多度・長島地

域版》」を策定しました。 

第３期地域福祉計画 

生活困窮者自立支援事業計画 

健康づくり 
計画 延伸 

子ども・子育て支援事業計画 

延伸 

延伸 

いのち支える行動計画（自殺対策計画） 

第２期子ども・子育て支援事業計画 

地域福祉保健計画 

（第４期 地域福祉計画） 

（第２期  

（第２期 健康づくり計画） 
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＜第２期計画＞ 

○2008・2009（平成20・21）年度には、第１期計画等を見直し、「第２期桑名市地域

福祉計画」を策定しました。市民を地域福祉推進の主役として明確に位置づけ、その

活動母体である市民会議を立ち上げました。市民会議は、計画策定後も計画を実行に

移すため継続して活動し、2009（平成21）年度から現在に至るまで多くの取組を実

践してきました。 

 

＜第３期計画＞ 

○2012・2013（平成24・25）年度には、「桑名市地域包括ケア計画」との連携・調和

を前提として、次の３点を基本方針として掲げ、第３期計画を策定しました。 

① 「互助」の掘り起こしに取り組みます。 

② 地域包括ケアシステムの構築に貢献します。 

③ 活動の「見える化」を図ります。 

 

 

(2) 生活困窮者自立支援事業計画 

＜生活困窮者自立支援法の成立＞ 

○生活困窮に至るリスクの高い人等を支えるセーフティネットの構築が必要となって

いることから、2013（平成25）年に生活困窮者自立支援法が成立し、2015（平成27）

年４月から施行されました。 

 

＜桑名市生活困窮者自立支援事業計画＞ 

○「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」（平成26年３

月27日社会・援護局長通知）において、地域福祉計画に生活困窮者自立支援方策を盛

り込むことが規定されましたが、本市においては第３期桑名市地域福祉計画の期間

中であったため、暫定的に「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」を単独で策定しま

した。 

 

＜生活困窮者自立支援事業の実施＞ 

○生活困窮者自立支援法の施行に伴い、2015（平成27）年度から生活困窮者自立支援

事業（必須事業：自立相談支援事業、住居確保給付金、任意事業：家計改善支援事業、

子どもの学習・生活支援事業「学びサポート」）を実施しています。 
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(3) 健康づくり計画(健康増進計画) 

＜健康日本 21＞ 

○国では健康寿命の延伸等を目標に、「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本

21）」を2000（平成12）年から推進しています。また、「健康増進法」が2003（平

成15）年５月に施行され、市町村健康増進計画の策定が努力規定として設けられま

した。 

 

＜桑名市健康づくり計画＞ 

○健康増進計画の法定化を受けて、本市では「桑名市健康づくり計画」を2005・2006

（平成17・18）年度に策定しました。 

 

＜中間評価及び計画の見直し＞ 

○国及び県の動向を踏まえ、2011・2012（平成23・24）年度に中間評価及び計画の

見直しを行いました。 

 
 

４ 計画の策定体制 

(1) 策定体制 

地域福祉計画策定には、地域住民はもとより幅広くさまざまな分野からの意見を

反映させる必要があります。そこで、学識経験者、福祉関係者、保健・医療関係者

等による桑名市地域福祉計画策定委員会を設置し、本計画の審議機関としました。 

 

(2) 市民意見の反映 

① 市民会議・市民活動の充実を考える会議 

本市では、桑名市地域福祉計画推進市民会議（以下「市民会議※」といいます。）

を地域福祉計画の推進役として位置づけています。そこで、市民会議のメンバー

からの意見を聴くとともに、市民会議が民生委員児童委員協議会、地区社会福祉

協議会（以下「地区社協」といいます。）、ボランティア団体、市民活動団体に参

加を呼びかけ、「全体市民会議」及び「市民活動の充実を考える会議」を開催し、

それぞれの活動に関する課題や意見等をいただきました。 

 

 

 

 

※ 市民会議：市民が主体的に地域福祉について考え、行動するために、市民が中心

となって発足した組織 
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●全体市民会議・市民活動の充実を考える会議等の開催状況 

2019（令和元）年６月16日 全体市民会議（市民×市民団体×ボランティア交流会） 

７月13日 市民活動の充実を考える会議 

８月25日 市民活動の充実を考える会議 

９月28日 推進市民会議合同部会 

 

② 健康と福祉に関する市民アンケートの実施 

本計画の策定にあたり、市民の健康の状態、地域活動やボランティア活動への

参加状況、地域に対する考え方や課題、福祉についての考え方等を把握するため、

アンケート調査を実施しました。 

〔住民一般調査〕 

調査対象者：2018（平成30）年10月31日現在、18歳以上の市民3,000人を無

作為に抽出 

調査方法 ：郵送配布・郵送回収  

調査期間 ：2018（平成30）年11月28日～12月14日 

回収結果 

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 

3,000 1,311 43.7％ 1,307 43.6％ 

 

〔中学生調査〕 

調査対象者：2018（平成30）年12月５日現在、市内公立中学校に通う２年生

全員 

調査方法 ：各学校を通じて配布・回収 

調査期間 ：2018（平成30）年12月５日～12月14日 

回収結果 

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 

1,283 1,227 95.6％ 1,227 95.6％ 

 

 



 

 

 

第２章 本市の現状 
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36,984
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8

45

117
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2,206

119,855

124,042
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134,856
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140,290

140,303

142,274

0 50,000 100,000 150,000

1985(昭和60)年

1990(平成２)年

1995(平成７)年

2000(平成12)年

2005(平成17)年

2010(平成22)年

2015(平成27)年

2019(平成31)年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 不詳 総数

１ 人口構造の現状 

(1) 人口の推移 

2019（平成31）年３月31日現在、本市の総人口は142,274人です。 

国勢調査で人口の推移をみると、1985（昭和60）年から2015（平成27）年の30年

間に２万人以上増加しています。特に2005（平成17）年までが大幅に増加しており、

以降は若干の増加傾向を示しながら横ばいに推移しています。 

年齢３区分別でみると、年少人口（０～14歳）は1985（昭和60）年以降減少してい

ます。生産年齢人口（15～64歳）は2000（平成12）年をピークに減少しています。高

齢者人口（65歳以上）は1985（昭和60）年から2015（平成27）年の30年間に22,243

人増加し、約2.8倍となっています。同期間の総人口の増加が約1.2倍なので、高齢者人

口が著しく増加していることがわかります。 

図表２－１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1985～2015（昭和60～平成27）年は国勢調査、2019（平成31）年は３月31日現在の住民基本台帳 
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(2) 人口ピラミッド 

図表２－２は、1985（昭和60）年～2015（平成27）年の本市の男女別５歳年齢階

級別人口（人口ピラミッド）の推移を10年ごとにみたものです。 

団塊世代及びその子ども世代を含む年齢層の膨らみが上部に移動するとともに長寿

化の進展により、底部に対し頭部が大きな不安定な寸胴型に変わってきています。 

図表２－２ 人口ピラミッド 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  



 

14 

10.3

12.1

14.6

17.4

20.2

23.0 

26.6

12.1

13.6

16.1

18.9

21.5

24.3 

27.9

10.3

11.8

13.9

16.0

18.7

21.7

25.0

5

10

15

20

25

1985

(昭和60)年

1990

(平成２)年

1995

(平成７)年

2000

(平成12)年

2005

(平成17)年

2010

(平成22)年

2015

(平成27)年

(%)
全 国

三重県

桑名市

7,596

8,506

10,859

12,914

14,508

16,116

18,654

4,751

6,084

7,123

8,711

11,490

13,865

15,936

12,347

14,590

17,982

21,625

25,998

29,981

34,590

0 10,000 20,000 30,000

1985(昭和60)年

1990(平成２)年

1995(平成７)年

2000(平成12)年

2005(平成17)年

2010(平成22)年

2015(平成27)年

（人）

65～74歳 75歳以上

(3) 高齢者人口・高齢化率の推移 

本市の高齢者人口（65歳以上人口）は2015（平成27）年10月１日現在、34,590人

で、65～74歳の前期高齢者は18,654人、75歳以上の後期高齢者は15,936人です。 

1985（昭和60）年から2015（平成27）年の推移をみると、65～74歳が11,058人

の増加で約2.5倍、75歳以上が11,185人の増加で約3.4倍と、特に介護リスクの高い75

歳以上が著しく増加しています（図表２－３）。 

本市の高齢化率は、2015（平成27）年10月１日現在、25.0％です。全国及び三重県

と比較すると、県を2.9ポイント、全国を1.6ポイント下回っていますが、右肩上がりに

推移しているのは同様です（図表２－４）。 

図表２－３ 高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

図表２－４ 高齢化率の推移 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（注）算出には分母から年齢不詳を除いています。 

資料：国勢調査  
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(4) 子ども数の推移 

本市の子ども数（18歳未満人口）は、1985（昭和60）年以降、減少傾向にあり、2015

（平成27）年10月１日現在では23,780人となっています。年齢区分別にみると、０～

５歳が2000（平成12）年に一旦増加したものの、再び減少に転じています。このため、

2005（平成17）年の６～11歳、2010（平成22）年の12～17歳が一時的に増加してい

ます。 

図表２－５ 子ども数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

(5) 外国人数の推移 

2015（平成27）年の本市の外国人の全体数は2,225人となっています。国籍別にみ

ると、韓国、朝鮮の国籍の人が最も多く、次いでブラジル、中国、フィリピンの順とな

っています。2005年以降、フィリピン、ベトナム、インドネシアの国籍の人が増加し

ています。 

なお、2019（平成31）年４月に、新たな在留資格「特定技能」が盛り込まれ、外国

人労働者の受入れ拡大を目指す改正入管法が施行されたため、今後、外国人市民の増加

が見込まれます。 

図表２－６ 国籍別外国人数の推移                           単位：人 

年 総数 
韓国、 
朝鮮 中国 

フ ィ
リ ピ
ン 

タイ 
イ ン
ド ネ
シア 

ベト 
ナム 

イギ 
リス 

アメ 
リカ 

ブラ 
ジル 

ペ ル
ー 

そ の
他 

2000（平成12）年 1,760 1,016 124 179 87 15 77 2 14 271 100 45 

2005（平成17）年 2,423 856 241 170 24 22 23 5 17 733 195 137 

2010（平成22）年 2,475 766 376 217 20 43 57 7 16 495 150 328 

2015（平成27）年 2,225 581 303 266 18 52 192 6 14 398 116 279 

資料：国勢調査  
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多度圏域 

人  口 10,940人 

０～14歳 14.3% 

15～64歳 57.0% 

65歳以上 28.8% 
 

西部圏域 

人  口 26,893人 

０～14歳 11.8% 

15～64歳 59.7% 

65歳以上 28.5% 
 

南部圏域 

人  口 22,313人 

０～14歳 12.4% 

15～64歳 60.9% 

65歳以上 26.8% 
 

北部圏域 

人  口 42,029人 

０～14歳 16.0% 

15～64歳 62.9% 

65歳以上 21.1% 
 

長島圏域 

人  口 14,898人 

０～14歳 11.6% 

15～64歳 59.3% 

65歳以上 29.1% 
 

東部圏域 

人  口 25,201人 

０～14歳 12.1% 

15～64歳 60.2% 

65歳以上 27.8% 
 

桑名市 全域 

人  口 142,274人 

０～14歳 13.3% 

15～64歳 60.7% 

65歳以上 26.0% 
 

(6) 圏域別人口 

図表２－７は、2019（平成31）年３月末現在の住民基本台帳にみる各圏域の人口の

年齢３区分別構成割合をみたものです。いずれの圏域も、65歳以上の人口割合（高齢

化率）が０～14歳の年少人口割合を上回っています。住民基本台帳にみる本市の高齢

化率は26.0％ですが、北部圏域以外はそれを上回っており、最も高い長島圏域では

29.1％となっています。 

図表２－７ 圏域別人口と年齢構成比（2019（平成31）年３月31日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：住民基本台帳 

  

東部圏域…精義、立教、城東、修徳、大成 

西部圏域…桑部、在良、七和、久米 

南部圏域…日進、益世、城南 

北部圏域…深谷、大和、新西方、筒尾、松ノ木、大山田、 

野田、藤が丘、星見ヶ丘、陽だまりの丘 

多度圏域…多度（中、東、南、西、北） 

長島圏域…長島（北部、中部、伊曽島） 
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２ 人口動態の現状                        

(1) 出生数・死亡数 

本市における2017（平成29）年の出生数は1,055人、死亡数は1,336人です。死亡

数が2012（平成24）年から出生数を上回っており、増加傾向にあります。 

図表２－８ 出生数・死亡数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

(2) 人口の自然増減数・社会増減数 

図表２－９は、人口の社会増減数、自然増減数及び人口増減数をみたものです。原点

（０）から上が社会増加・自然増加・人口増加、下が社会減少・自然減少・人口減少と

なっています。 

2011（平成23）年以降、他市・他県からの転入者が多い社会増が続いています。ま

た、2012（平成24）年以降は死亡者数が出生者数を上回る自然減が続いており、2016

（平成28）年から人口減に転じています。 

図表２－９ 人口の自然増減数・社会増減数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三重県統計書 
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(3) 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、

１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数を

表したものです。この合計特殊出生率が2.07を下回ると将来人口が減少するとされて

います。 

本市においては、人口規模の関係から年によって多少ばらつきがありますが、全国と

同じように2005（平成17）年までは低下傾向にありましたが、2006（平成18）年か

ら上昇に転じ、2013（平成25）年及び2016（平成28）年には1.54となりました。 

図表２－10 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

  



 

19 

(4) 死因 

本市における2017（平成29）年の死因別死亡数をみると、悪性新生物（がん）が347

人と最も多く、次いで心疾患（174人）、老衰（151人）、脳血管疾患（107人）、肺炎（105

人）の順となっています。年によって多少変動はありますが、１位の悪性新生物、２位

の心疾患に変わりはありません。 

図表２－11 死因順位の推移                              単位：人 

区 分 
2013 

（平成25）年 

2014 

（平成26）年 

2015 

（平成27）年 

2016 

（平成28）年 

2017 

（平成29）年 

桑
名
市 

１位 
悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

359 346 364 396 347 

２位 
心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 

189 189 172 174 174 

３位 
肺炎 肺炎 肺炎 肺炎 老衰 

133 135 150 128 151 

４位 
脳血管疾患 老衰 脳血管疾患 老衰 脳血管疾患 

101 119 105 125 107 

５位 
老衰 脳血管疾患 老衰 脳血管疾患 肺炎 

98 94 103 86 105 

死亡数 1,261 1,284 1,326 1,331 1,336 

三
重
県 

１位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

２位 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 心疾患 

３位 脳血管疾患 脳血管疾患 肺炎 老衰 老衰 

４位 肺炎 肺炎 
老衰 

脳血管疾患 肺炎 脳血管疾患 

５位 老衰 老衰 脳血管疾患 肺炎 

資料：人口動態統計 
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(5) 標準化死亡比 

図表２－12は、全死亡と主な死因について、標準化死亡比をみたものです。本市の

男性は、老衰、直腸がん、脳梗塞、腎不全などが高く、肝臓がん、肝疾患、自殺などが

低くなっています。女性は、腎不全、急性心筋梗塞、不慮の事故、老衰などが高く、肝

臓がん、脳内出血、脳梗塞、肺がんなどが低くなっています。 

図表２－12 標準化死亡比（2017（平成29）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：人口動態統計 

（注）標準化死亡比は、年齢構成の違いの影響を除いて死亡状況を表すものであり、100より大きい場合は、
全国の平均より死亡率が高いと判断され、100より小さい場合は死亡率が低いと判断されます。 

 

(6) 死亡の場所 

本市における2017（平成29）年の死亡数を死亡の場所別にみると、病院・診療所が

73.4％を占めており、自宅は13.5％です。本市は、全国及び県に比べ、自宅、介護老

人保健施設が高くなっています。 

図表２－13 死亡の場所（2017（平成29）年） 

 

 

 

 

 

 
 

資料：人口動態統計 
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３ 世帯の現状                          

(1) 世帯の推移 

図表２－14は、一般世帯数と１世帯当たりの人数の推移をみたものです。世帯数は

年々増加しているのに対し、１世帯当たりの平均世帯人員は減少しており、1985（昭

和60）年から2015（平成27）年の30年間に１人以上減少しています。 

図表２－14 世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

(2) 世帯の家族類型 

2015（平成27）年の一般世帯の家族類型をみると、核家族世帯が62.2％、単身世帯

が26.6％、その他の世帯が11.2％となっています。単身世帯が2000（平成12）年から

7.3ポイント上昇していますが、全国及び三重県に比べ低くなっています。 

図表２－15 世帯の家族類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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(3) 高齢者のいる世帯の状況 

2015（平成27）年の高齢者（65歳以上）のいる世帯は22,202世帯となっており、

2000（平成12）年から15年間で7,728世帯増加、約1.5倍になっています。世帯類型

別にみると、高齢夫婦世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦１組のみの一般世帯）は

3,324世帯増加で約2.0倍、高齢単身世帯は2,506世帯増加で約2.1倍になっています

（図表２－16）。 

比率でみると、夫婦世帯及び単身世帯が高くなる一方、高齢者以外の家族との同居世

帯は低下しています。また、全国に比べ単身世帯の比率は低いものの、夫婦世帯の割合

が2.4ポイント高くなっています（図表２－17）。 

図表２－16 高齢者のいる世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

図表２－17 高齢者のいる世帯の類型割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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４ 就業の現状                          

(1) 就業率 

男性の就業率は、25～29歳で85％を超え、30代～50代は90％台で推移し、定年退

職を迎える60代から急激に低下していきます。これに対し女性は、20代後半の73.7％

から30～34歳には一旦65.8％まで低下し、30代後半から40代にかけて再度上昇して

いき、45～49歳で74.7％とピークに達し、その後徐々に低下する、いわゆるМ字カー

ブを描いています。出産、子育てによって仕事を中断し、子育てが落ち着いた30代後

半から再び仕事に就くという女性特有の就労状況がうかがえます。 

図表２－18 性別・年齢別就業率（2015（平成27）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

(2) 高齢者の就業率 

高齢者の就業率の推移をみると、2010（平成22）年までは22.5％前後で推移してい

ましたが、2015（平成27）年には、24.7％と２ポイント以上上昇しています。 

図表２－19 高齢者の就業率の推移 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：国勢調査 
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５ 要支援・要介護認定者等の現状                 

(1) 認定者数の推移 

2018（平成30）年９月末現在、要支援・要介護認定者数は5,143人です。2014（平

成26）年までは右肩上がりに増加していましたが、以降、一旦減少し、横ばいに推移し

ています（図表２－20）。 

2018（平成30）年９月末現在の要介護度別の認定者数と認定率をみると、65歳以上

の第１号被保険者の認定者は5,028人、第１号被保険者の13.7％にあたります。また、

75歳以上の認定者の割合は25.4％と、75歳以上の４人に１人以上が認定者となってい

ます（図表２－21）。 

図表２－20 要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

図表２－21 要支援・要介護認定者数（2018（平成30）年９月末現在） 

区  分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第１号被保険者 
572人  611人  1,115人  835人  648人  795人  452人  5,028人  

1.6% 1.7% 3.0% 2.3% 1.8% 2.2% 1.2% 13.7% 

 

65～74 歳 
59人 83人 77人 90人 70人 72人 50人 501人 

0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 2.6% 

75 歳以上 
513人 528人 1,038人 745人 578人 723人 402人 4,527人 

2.9% 3.0% 5.8% 4.2% 3.2% 4.1% 2.3% 25.4% 

第２号被保険者 15人  19人  12人  30人  17人  9人  13人  115人  

計 587人  630人  1,127人  865人  665人  804人  465人  5,143人  

注：下段は各人口に対する割合（第1号被保険者数＝36,786人、65～74歳＝18,974人、75歳以上＝17,812人） 

資料：介護保険事業状況報告 
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(2) 要支援・要介護認定率の推移 

第１号被保険者数に対する65歳以上の認定者数の割合（認定率）の推移をみると、

2012（平成24）年以降低下傾向にあり、2018（平成30）年９月末現在、13.7％で、

全国、県平均より４ポイント以上低い率となっています。 

図表２－22 要支援・要介護認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末） 

 

(3) 平均寿命・健康寿命 

三重県の推計によると、本市の平均寿命は、男性が83.1歳、女性が86.5歳、健康寿

命は、男性が80.5歳、女性が81.5歳となっています。 

平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味しますが、

本市は、男性が2.6年、女性が5.0年であり、いずれも県に比べ短くなっています。 

図表２－23 Chiang法による平均寿命とSullivan法による健康寿命（2017（平成29）年） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：みえの健康指標・健康寿命 
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６ 障害のある人の現状 

(1) 手帳所持者の状況 

2017（平成29）年４月１日現在、本市には、身体障害者手帳所持者が4,435人、   

療育手帳所持者が952人、精神障害者保健福祉手帳所持者が1,243人で、合わせて障害

者手帳を所持している人が6,630人います（図表２－24）。 

各障害の種類別または等級別の手帳所持者数は、図表２－25のとおりです。 

図表２－24 各手帳所持者数の推移                           単位：人 

区 分 2014(平成26)年 2015(平成27)年 2016(平成28)年 2017(平成29)年 

身体障害者手帳 4,597 4,606 4,547 4,435 

療育手帳 845 877 907 952 

精神障害者保健福祉手帳 1,094 1,154 1,197 1,243 

合 計 6,536 6,637 6,651 6,630 

資料：三重県障がい福祉課（各年４月１日現在） 

 

図表２－25 区分・等級別の各手帳所持者数（2017（平成29）年４月１日現在） 

①－１ 区分別身体障害者手帳所持者数                        単位：人 

区 分 視覚障害 聴覚障害 言語障害 肢体不自由 内部障害 合 計 

身体 255 376 50 2,246 1,508 4,435 

 

①－２ 等級別身体障害者手帳所持者数                        単位：人 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合 計 

身体 1,414 624 818 1,099 221 259 4,435 

 

② 等級別療育手帳所持者数                             単位：人 

区 分 Ａ１（最重度）・Ａ２（重度） Ｂ１（中度）・Ｂ２（軽度） 合 計 

療育 402 550 952 

 

③ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数                      単位：人 

区 分 １級 ２級 ３級 合 計 

精神 203 861 179 1,243 

資料：三重県障がい福祉課 
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(2) 難病患者の状況 

2013（平成25）年４月から、障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に、難病

患者などが加わり、障害福祉サービス、相談支援などの対象となっています。障害者総

合支援法における難病などの範囲は、2012（平成24）年度まで実施されていた｢難病患

者等居宅生活支援事業」の対象疾病（難治性疾患克服研究事業（臨床調査研究分野）の

対象疾患及び関節リウマチ）の130疾病から、2015（平成27）年１月に151疾病、同

年７月に332疾病、2017（平成29）年４月に358疾病、2018（平成30）年４月には359

疾病と拡大しています。 

また、2015（平成27）年１月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」（難病

法）の施行に伴い難病医療費助成制度が実施されています。対象となる疾病（指定難病）

は、2018（平成30）年４月現在、331疾病です。 

図表２－26 難病法に基づく指定難病患者数の推移       単位：人 

区 分 2016(平成28)年 2017(平成29)年 2018(平成30)年 

指定難病患者数 1,035 1,084 1,001 

資料：桑名保健所年報（各年３月 31 日現在） 
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７ 生活困窮者等の現状 

(1) 生活保護世帯の状況 

2018（平成30）年度における本市の生活保護世帯は738世帯（987人）です。2013

（平成25）年度以降、毎年度20世帯以上増加していましたが、2016（平成28）年度を

ピークに減少しています。 

図表２－27 生活保護世帯数・人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：福祉行政報告例第１表（毎年度末数値） 

 

(2) 生活困窮者の状況 

本市では、生活保護に至る前の生活困窮者に対し、早期に包括的な支援を行うために、

自立相談支援事業を実施しています。新規相談件数は毎年増加しており、2018（平成

30）年における新規相談件数は197件となっています。 

図表２－28 自立相談支援事業(新規相談件数)の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：桑名市保健福祉部生活支援室 
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市民アンケート調査の結果、統計資料、「全体市民会議」・「市民活動の充実を考える会

議」の意見等から、本市における保健福祉の課題が明らかになってきました。こうした

課題は、一朝一夕に解決できるものではなく、前計画や他の計画において課題として掲

げられているものもあります。 

これらの課題を共有し、当事者意識を持って、それぞれが持てる“力”を出し合い、解決

にあたることが地域保健・地域福祉の目的であり、その指針となるのが本計画です。 

 

１ 「市民アンケート調査結果」のまとめ 

【住民一般調査】 

＜調査対象者の属性等＞ 

○高齢の一人暮らし、夫婦のみの世帯の割合が高くなっている 

＜健康について＞ 

○40代以上の男性は肥満の割合が高い 

○30歳未満の女性はやせの割合が高い 

○若い世代の食生活は不規則でアンバランスな傾向にある 

○全国に比べ１日の歩数が少ない 

○若い世代に運動習慣者が少ない 

○男性の30・50代、女性の30歳未満・50代で睡眠時間が短い 

○全国に比べ睡眠で休養がとれていない人の割合が高い 

○30～50代にストレスを感じる人の割合が高い 

＜地域の活動等について＞ 

○近所付き合いの程度は浅くなってきている 

○地域の活動や行事への参加の割合は低くなってきている 

○ボランティア経験者は増えているが、現在の参加率や参加意向は低くなってきてい

る 

○ボランティア活動に興味や関心がない人の割合が高くなってきている 

＜地域の課題等について＞ 

○多くの市民が自分の住んでいる地域に愛着があり、住みつづけたいと考えている 

○地域の課題は「移動・交通手段の確保」「道路の整備」「地域の人たちの付き合い方」

「ひとり暮らし高齢者の生活支援」「子どもの遊び場」の割合が高い 

○地域の課題の解決は、住民が主体的に取り組むべきと考えている人が多い  
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○地域に必要な活動は「高齢者や障害のある人への日常生活の援助（見守りなど）」「災

害時の支援活動」「子どもの登下校時の見守りや防犯パトロールなどの活動」の割合

が高い 

○地域のあり方として大切なことは「災害時などに助け合えること」が突出して高く、

次いで「住民の誰もが気軽に利用できる居場所・拠点があること」「隣近所をはじめ

住民同士の交流が盛んであること」の割合が高い 

○プライバシーの取扱いについて「福祉の支援や災害への対処に必要な情報は共有す

べきである」が最も高いが、「いかなる理由があっても保護されなければならない」

の割合が高くなってきている 

＜福祉・介護の考え方等について＞ 

○介護が必要な状態になったとき在宅介護を望む人の割合が高い 

○介護・福祉サービスの利用に抵抗を感じる理由は「経済的負担が心配」の割合が高

い 

＜福祉に関する情報や相談＞ 

○福祉サービスに関する情報を入手できていない人の割合が高い 

○生活上の悩みや不安としては、「自分や家族の健康や老後」「災害など緊急時の対応」

の割合が高い 

○30～40代の生活上の悩みや不安として、「経済的な問題」の割合が高い 

○悩みや不安の相談相手としては、身近な人などが多く、公的機関などは少ない  

○相談支援体制への不満としては、「身近な場所に気軽に相談できるところがない」の

割合が高い 

＜生活困窮者の自立支援について＞ 

○生活困窮者自立支援制度の認知度は低い 

○生活困窮者の自立支援として注力すべき取組としては、「就労に向けた支援」の割合

が高い 

＜幸福感について＞ 

○一人暮らしの人の幸福感が低い 

 

【中学生調査】 

○近所の人に進んで挨拶する中学生が増えている 

○学校行事に地域住民が参加することをいいことだと思う中学生が多い 

○地域の課題は「中高生が集まれる場所や機会が少ないこと」「近くに大学や専門学校
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などが少ないこと」「公園など子どもの遊び場が少ないこと」「子どもと高齢者など

異なる世代の交流が少ないこと」「地震や災害に対する備えが悪いこと」の割合が高

い 

○ボランティア活動への参加率は低くなっているが、参加意向は高くなってきている 

○40％弱が将来、桑名市に住みたいと考えている 

○地域のあり方として大切なことは「災害時などに助け合えること」の割合が突出し

て高く、次いで「住民の誰もが気軽に利用できる居場所・拠点があること」の割合が

高い 

○多くの中学生が桑名市を自然豊かなまちにしたいと考えている 

○桑名市の好きなところとしては、「自然が豊か」「地域の人が優しい」「行事・まつり・

イベントがたくさんある」「平和・安全」「暮らしやすい」等のキーワードがあげられ

ている 

○桑名市の変えた方が良いところとしては、「ゴミが多い・ゴミが落ちている」「開発

しすぎて自然が減っている」「遊べる場所が近くにない」「学校施設・設備が古く、き

れいでない」「買い物できる店が少ない」「地域の人たち・異なる世代の交流が少な

い」等のキーワードがあげられている 

 

２ 「本市の現状」のまとめ 

＜人口構造の現状＞ 

○子ども数が減少している一方、高齢者人口が大幅に増加している。特に介護リスク

が高い75歳以上の増加が著しい 

○外国人労働者の受入れ拡大を目指す改正入管法の施行により、今後、外国人住民の

増加が見込まれる 

○地域（圏域）により、人口構成が異なっており、特に長島圏域において少子高齢化が

進んでいる 

＜人口動態の現状＞ 

○死因は、県や全国と同様に悪性新生物（がん）が最も高く、次いで心疾患が高い。標

準化死亡比で全国と比較すると、男女とも老衰及び腎不全が高いほか、男性は直腸

がん、脳梗塞、女性は急性心筋梗塞、不慮の事故が高い 

○死亡の場所は、全国・県に比べ、自宅、介護老人保健施設の割合が高い 

○合計特殊出生率は上昇傾向にある 
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＜世帯の現状＞ 

○平均世帯人員が減少しており、多世代同居の世帯が少なくなっている 

○一人暮らし高齢者、夫婦のみの高齢者世帯が増えている 

＜要支援・要介護認定者等の現状＞ 

○全国・県に比べ認定率は低いものの、75歳以上の４人に１人以上が認定者となって

いる 

○平均寿命と健康寿命の差（不健康な期間）は、男女ともに県に比べ短い 

＜障害のある人の現状＞ 

○療育手帳（知的障害のある人）と精神障害者保健福祉手帳の所持者は年々増加して

いる 

＜生活困窮者の現状＞ 

○生活保護世帯は2016（平成28）年度をピークに減少しているが、生活困窮に関する

相談件数は、年々増加している 

 

３ 「全体市民会議」「市民活動の充実を考える会議」のまとめ 

＜地域の連携・ネットワーク＞ 

○自治会、地区社協、関係団体等、民生委員・児童委員とのつながりが有機的でない 

○民生委員・児童委員活動において自治会との連携が重要であるが、自治会との関係

が深められていない 

○定年退職が伸びたことにより、自治会役員の構成が高齢になっており、次世代に引

き継ぐことが難しい 

○自治会役員が毎年変わる。会長クジで選出されている 

○組織的な活動がまだできていない。まだ高齢化がそれほど進んでいないため、危機

感がない 

○地区社協として各活動の調整不足 

○高齢者が多く、資源ごみの仕分けについてわからない人がいる 

○個人情報をどこまで共有していいのか迷う 

○地域に子どもが少なくなってきた 

○市、自治会など関連組織間の情報共有の仕組みが必要 

○小中学校で（自助具制作）体験教室をやっているが、続く学校と続かない学校があ

る。個人的なつながりではなく、システム化する必要がある 

○活動場所、参加者を紹介してほしい。他の団体とのコラボも可能だと思っている 



34 

○障害者で単身生活の人がおり、生活支援が必要である。身の回りの世話をするボラ

ンティアが必要 

○子どもの見守りの担い手が少なく、1人が３～４か所で見守っている。自治会、民生

委員・児童委員などの協力が必要 

＜情報提供・相談支援＞ 

○必要な時、すぐに民生委員・児童委員などにつながる仕組みが必要 

○活動に関する広報・ＰＲが難しい 

＜災害時の支援＞ 

○災害対応が難しい 

＜地域活動への参加＞ 

○地区社協の活動を地域住民に知ってもらい、参加してほしい 

○ボランティアに参加するための交通手段がない 

○各会議の出席者が同じ 

○老人の集まりが悪くなった 

○通いの場・宅老所への男性参加者が少ない 

○「人づくり」が最大の課題。活動について理解してもらい、後継者になってもらう必

要がある（若い人たちを含めて） 

○民生委員・児童委員が各種活動を続けていくためには、楽しさ、充実感を知っても

らい、後継者になってもらう必要がある。大変さだけが広がっている 

○子どもの見守り隊員を増やすのが難しい。単位自治会から強制的に選出してほしい 

○人材の確保、取組の啓発ができていない 

○地域の外国人への日本語学習が続けにくい、仕事が中心なので仕事がみつかると来

なくなる。ボランティアも少なく人がいない 

○活動の運営メンバー、ボランティアの人手がほしい 

○ボランティア活動のメンバーが高齢化してきている。継続していくために、元気な

高齢者、男性、若い人達に参加してもらいたい 

○ボランティア活動（日本語学習など）の研修の機会がない 

＜地域活動の拠点＞ 

○集会ができる施設が校区内にほしい 

○（ふれあいサロンなどの）活動の拠点がない 



35 

○自治会、若い人と高齢者の考えが異なってきている。福祉関係で参加する人が限定  

○地区社協主催の「高齢者の集い」に障害者が参加しない 

○宅老所として幼稚園の廃舎を使用しているが、行政から利用の停止を言われており、

行くところもなく困っている 

○通いの場・宅老所をもっと活発にしたい 

＜移動・外出支援＞ 

○移動に車を使うので心配 

○施設訪問の際、車を運転してくれる人がいない 
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４ 見えてきた課題のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域資源の連携の強化、ネットワークの構築 

移動や交通手段、地域住民同士の付き合い方、一人暮らし高齢者の生活支

援、子どもの遊び場など…地域には多岐にわたるさまざまな課題があること

が市民アンケート調査結果から明らかになってきました。こうした地域課題

は、従来の公的なサービスや住民同士の支え合いだけでは解決が難しく、専

門職による的確なコーディネートと、地域住民をはじめ地域資源の連携強化

が求められています。地域に関わるさまざまな主体が、それぞれの役割を尊

重しながらネットワークを構築し、効果的かつ効率的に活動できる環境を整

えていく必要があります。 

② 情報提供と相談支援体制の充実 

市民アンケート調査結果によると、福祉サービスに関する情報を入

手できていない人が60％以上いることがわかりました。また、相談支

援体制への不満として、2012（平成24）年の調査結果よりは低下して

いるものの、身近な場所に気軽に相談できるところのないことが50％

以上の人から指摘されています。 

社会福祉法第107条に基づく地域福祉計画に盛り込むべき事項とし

て「地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」が

あります。福祉サービスを必要とする人に情報が確実に届き、サービ

スを円滑に利用できるよう情報提供と相談支援体制の充実を図る必要

があります。 
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④ 誰もが気軽に活動に参加できる仕組みづくり 

市民アンケート調査結果によると、ボランティア活動への参加率や参加意向

が低下しています。しかし、地域課題の解決方法については、住民が主体的に取

り組むべきと考えている人が50％近くあり、きっかけさえあれば、多くの人が、

地域活動やボランティア活動に参加する潜在的な人材であることも事実です。 

地域を支えるための人材を確保・育成するためには、まず、住民の誰もが地域

に関心を持ち、地域課題を人ごとではなく「我が事」として捉え、地域に関心が

持てるようにしなければなりません。そのために、世代を超えて誰もが気軽に地

域活動に参加できる仕組みを整えるとともに、魅力ある地域づくりを進めてい

く必要があります。 

③ 災害時における避難支援の体制の確立 

市民アンケート調査結果によると、安心して地域で暮らし続けるため

に大切だと思う地域のあり方として60％以上の人が「災害時などに助

け合えること」をあげています。私たちは、東日本大震災をはじめ、近

年各地で発生している自然災害を目の当たりにしたことで、市民と行政

の連携による防災・減災体制の確立の重要性を実感しました。 

災害時における避難支援の体制の確立をはじめ、不安のない地域づく

りを進めていく必要があります。 
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⑤ 誰もが気軽に利用できる拠点の整備 

市民アンケート調査結果によると、近所付き合いが浅くなってきており、地域

の活動や行事への参加も少なくなってきています。人と人とのつながりが希薄化

している中、求められているのは、年齢や障害の有無、生活の状況などにかかわ

らず、誰もが気軽に利用できるつどいの場、気軽に相談でき、情報が得られる場

などです。 

また、子どもの遊び場や放課後の居場所、中高生の集まれる場所など子どもに

関わる場の充実が求められています。 

⑥ 移動と外出支援の方法についての検討 

市民アンケート調査結果によると、地域の課題について最も高かったのは「移

動・交通の確保」でした。地域において高齢化が進む中で、移動と外出支援につ

いては、避けられない課題となっています。運転免許証を自主返納した人、駅や

バス停までの移動が困難な人、制度の狭間で移動に困難を感じている人のニーズ

の把握に努め、単なる移動支援ではなく、買い物をはじめ生活上の支援として、

さまざまな視点で、効果的かつ効率的な方法を検討していく必要があります。 
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⑦ 生活困窮者の状況に応じた柔軟な支援 

地域経済の状況や雇用形態の多様化などにより、生活困窮に陥っている人の増

加が見られます。こうした背景には、失業、リストラ、疾病や障害、いじめなど多

様で複雑な課題を抱えている場合が多く、その自立を支援するためには、個々の状

況に応じた就労支援や生活支援を継続的に行い、自立と社会参加を促進する必要

があります。 

⑧ 健康寿命の延伸を目指す市民の主体的な健康づくり 

健康という視点では、不規則な食生活や運動習慣が身についていないなど比較的若

い世代の健康意識の低さ、30～50代にストレスを感じる人が多いこと、全世代を通じ

車での移動が中心となっているため、歩行が少ないことなどの課題が、市民アンケー

ト調査結果からわかりました。 

平均寿命が伸び、人生100年時代といわれる中、健康で長生きすることが最大の課

題となっています。死因の上位を占めるがん、心疾患、脳血管疾患や標準化死亡比が

高い腎不全（糖尿病性腎症→腎不全→透析）などの発症予防・重症化予防を推進し、

市民が高い生活の質を維持しながら長寿を全うできるよう市民の主体的な健康づくり

を支援していく必要があります。 



 

 

 

第４章 基本的な考え方 
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１ 基本理念 

本市では、できるだけ多くの市民が住み慣れた場所で生き生きと暮らし続けて人生

の最期を迎えられるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。これ

は、自宅をはじめとする「住まい」を確保した上で、「医療」、「介護」、「予防」及び

「生活支援」を一体的に提供するための地域づくりです。 

この考え方は、全ての保健・福祉関連計画に通底したものであり、特に本計画は、

「生活支援」と「予防」の部分について、「自助」を基本としながら、住民同士の支

え合いによる「互助」により、どう担っていくか示すとともに、多職種の専門職の連

携による支援の指針となります。 

 

世界保健機関憲章では、健康について「完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状

態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」としています。 

本計画では、市民一人ひとりが、自らの健康管理（セルフケア）や地域活動等への

参加（自助・互助）により健康寿命の延伸を図るとともに、何らかの生活上の支援が

必要となっても、住民同士の支え合い・ボランティアによる生活支援（互助）と専門

職による支援（共助・公助）により、住み慣れた地域において生きがいを持って、安

心して住み続けられるまちづくりを目指します。 

 

住民同士の支え合いと行政・社会福祉協議会との協働を基本に「全員参加」で、「ま

ち」を育て、つくっていくという、「第３期桑名市地域福祉計画」の考え方を引き継

ぎ、本計画の基本理念を次のとおりとします。 

 

全員参加で課題解決 

～みんなが はぐくみ つくる くわなのまち～ 
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２ 基本目標 

地域福祉とは、年齢、性別、障害の有無、国籍等に関わらず、市民一人ひとりが、

人権を尊重しながら、その人らしく安心して暮らせる地域づくりを目指すものであり、

住民、ボランティア、事業者、福祉関係団体、行政等が力を合わせることによって成

り立つものです。 

言い換えれば、そこに住む人々が地域に関心を持ち、地域の課題を自らの課題と捉

え、行政をはじめさまざまな社会資源と連携して課題解決に取り組むことです。 

 

① 住民が地域のことに関心を持ち、地域の課題を知る(  課題の「見える化」) 

 

② 住民同士が地域ごとの課題について同じテーブルで共有化を図る 

 

③ 住民が地域の課題を自らの課題と捉える（当事者意識を持つ） 

 

④ 住民、ボランティア、事業者、福祉関係団体、社会福祉協議会、

行政等が連携する 

 

⑤ 課題解決に向け行動・活動する 

 

本計画においては、これまでの実践を通して生み出された桑名独自の社会資源であ

る「市民会議」と、地区社協をはじめ、各地域（主に第３層）にある固有の社会資源

が有機的に結びついて、より大きな力で課題解決を図るシステムづくりを目指します。 

そこで、市民会議の活動の継続性を重視し、第３期桑名市地域福祉計画の３つの基

本目標（①市民同士の交流、地域福祉に関する意識の醸成、ボランティアをはじめと

する人材の育成などを目標とした『人づくり』、②市民を中心とした見守りシステム

の構築、ネットワークの構築、情報提供・相談の体制整備などを目標とした『仕組み

づくり』、③地域福祉活動の拠点、能力発揮の場の整備、市民が意見を言える場の創

出などを目標とした『場づくり』）を、再度、計画の柱として設定し、施策を展開し

ていきます。 

（協働） 
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基本目標１：地域を支える『人づくり』 

少子高齢化の進展や住民の流出入により、地域活動やボランティア活動の担い手が

不足するとともに、人と人とのつながりが薄れつつあります。こうした状況は、「互

助」による支え合いの機能の低下につながっています。 

地域における安全・安心を確保するためには、まず、それを支える“人”の力が重要

です。市民一人ひとりの地域に対する意識を高め、地域課題の解決に向けて主体的に

行動できるよう、課題の「見える化」を進めるとともに、住民同士の支え合いの必要

性や効果を訴えていきます。また、年齢、性別、障害の有無、国籍等に関わらず、地

域住民同士のふれあいを通して、相互の理解が進み、自分の住んでいる地域に愛着が

持てるよう、交流機会の充実に努めます。 

 

基本目標２：地域を見守る『仕組みづくり』 

高齢者、障害のある人、子育て中の家庭、生活困窮者、外国人など支援を必要とす

る人は多様で、その困りごとは複雑化し、現行の制度だけでは対応しきれない場合も

少なくありません。福祉の分野だけでなく、保健、医療、就労などさまざまな分野が

連携し、解決にあたる必要があります。専門職はもとより、ボランティアや市民活動

団体、地縁組織などが、さまざまな垣根を越え、有機的に結びついて、包括的な支援

ができるネットワークづくりを進めます。また、既存の社会資源やシステムを有効に

活用しながら地域の実情に合った支え合いの仕組みづくりを進めます。  

 

基本目標３：地域をつなげる『場づくり』 

地域を支える人々が、支え合いの仕組みを動かすためには、活動の拠り所となる“場”

が必要です。また、市民が気軽に安心してつどえる場があれば、困りごとや地域の課

題の早期発見につながります。地域において誰もが気軽に利用、参加できる健康と福

祉の拠点づくりを進めるとともに、必要な情報を得ることができ、必要な支援に向け

た相談をできる場、地域課題の解決に向けて関係者が一緒に考え、話し合える場（機

会）を整えていきます。 
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３ 地域福祉圏域の設定 

地域によって生活や福祉の課題が異なっています。したがって、それぞれの地域の

実情にあった課題の解決策を考えていく必要が生じています。 

そこで、次の５つの層で圏域を設定し、それぞれの圏域の特性に応じて課題解決を

図るための取組を推進していくことを想定しています。 

●地域福祉圏域の考え方 

圏  域 範  囲 

第１層：全市域 ■市全体を対象とした総合的な施策を推進する圏域 

第２層：日常生活圏域 

（東部、西部、南部、北

部東、北部西） 

■地域における住民の自立した生活を支える資源（人的資

源・施設・保健福祉サービス等）の整備を推進する圏域 

■介護保険のサービス基盤整備を推進する圏域であり、地

域包括支援センターの担当地域に概ね符合する圏域 

第３層：小学校区の圏域 ■公民館等地域の拠点があり、地区社協や、地域関係団体

の連携による見守り活動等を推進する圏域 

第４層：自治会の圏域 ■自治会の範囲で、防犯・防災活動、住民主体の通いの場

の運営など組織的な日常生活支援を推進する圏域 

第５層：組・班の圏域 ■組・班等、地域における日常生活支援の基礎的な単位で

あり、見守りや災害時の助け合いを推進する圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１層：全市域 

第２層：日常生活圏域  

第３層：小学校区の圏域 

第４層：自治会の圏域 

第５層：組・班の圏域 

個人・家族 
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４ 施策の展開 

基本理念のイメージと３つの基本目標を実現するために、第３章でまとめた８つの

主要課題を解決する方向で施策を推進していきます。 

 
基本
理念 

 
基本目標 

 
施策の方向性 

 
施 策 

       

全
員
参
加
で
課
題
解
決
～
み
ん
な
が 

は
ぐ
く
み 
つ
く
る 

く
わ
な
の
ま
ち
～ 

 

 

 

１ 地域共生社会
の実現を目指す
ネットワークの
構築 

 1-1 地域福祉に関する啓発（情報発信） 

1-2 分野を超えた包括的なネットワー
クの構築 

1-3 権利擁護の推進 
 

２ 地域における
的確な情報提供
と相談支援体制
の確立 

2-1 生活に関する情報提供の充実 

2-2 総合的な相談支援体制の充実 

2-3 福祉サービス等の利用支援の充実 

 

３ 地域における
安全・安心の体
制づくり 

3-1 災害時に備えた体制づくり 

3-2 要支援者の支援方策の充実 

3-3 地域における防犯体制の強化 

 

４ 地域を支える
人材の育成 

4-1 福祉教育の推進 

4-2 活動に取り組むきっかけづくり 

4-3 ボランティアの育成 

4-4 地域活動の推進 
 

５ 地域活動拠点
の整備 

5-1 地域における交流の場づくり 

5-2 高齢者や障害のある人が活躍でき
る場づくり 

 

６ 生活を守る移
動・外出支援の
確保 

6-1 有効な移動・外出支援の検討 

6-2 誰もが外出しやすいユニバーサル
デザインのまちづくり 

 

７ 生活困窮者の
自立と社会参加
の促進 

【生活困窮者自立
支援事業計画】 

○ 生活困窮者主体の包括的・早期的な
支援の提供 

○ 生活困窮者を支えるネットワーク
づくりを通じた地域共生社会の実現 

 

８ 市民の主体的
な健康づくりの
推進 

【健康づくり計画】 

○ 生活習慣病の発症予防と重症化予
防の充実 

○ 領域別取組（栄養・食生活、身体活
動（生活活動・運動）、休養・こころ
の健康、たばこ、歯・口腔の健康）
の推進 

 

 

 
基本目標２ 
地域を見守る 

『  

 
基本目標３ 

地域をつなげる 
『場づくり』 

 
基本目標１ 
地域を支える 
『人づくり』 



 

 

 

第５章 地域福祉にかかる施策の展開 
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１ 地域共生社会の実現を目指すネットワークの構築 

多様で複雑化した地域福祉の課題を効果的かつ効率的に解決できるよう、市民、各

種専門職、行政等が、それぞれの役割を尊重し、持てる力を最大限に発揮するための

連携体制を構築するとともに、全ての住民の権利が尊重される仕組みづくりを目指し

ます。 

【具体的な施策・取組】 

1-1 地域福祉に関する啓発（情報発信） 

＜市民の取組＞ 

・地域共生社会の理念を理解し、地域福祉活動や近隣での見守りなど、市民の主体

的な支え合いを進め、安心して暮らせる地域を目指します。 

行政・社協の取組 

○「地域共生」の理念の周知                        

▶年齢、性別、障害の有無等に関わらず、全ての市民が「自助」や「互助」の重要

性や地域の課題に対し、当事者として向き合うことの必要性を理解するように、

市民一人ひとりの暮らしと生きがいを地域で共につくっていく「地域共生」の理

念を、さまざまな機会を利用して周知していきます。 

【市（福祉総務課）、社協】 

 

1-2 分野を超えた包括的なネットワークの構築 

＜市民の取組＞ 

・地域住民同士であいさつや声かけなどを行い、近隣との関係を深めます。 

・自治会、民生委員・児童委員、地域活動団体などは、互いに連携をとり、誰もが

安心して暮らせる地域づくりに努めます。 

・高齢者、障害のある人、文化や習慣が異なる外国の人など地域で困っている人を

早期発見、早期対応することができるように協力します。 

・医療、介護、保健、福祉に関わらず、地域住民の生活に関わるさまざまな分野や

立場の専門職種は、多様で複合化する地域課題の解決に向けて、連携・協力する

ことを意識します。 

  



49 

行政・社協の取組 

○地域の課題解決を目指し、市民が主体的に活動するための基盤づくり     

▶市民会議を、地域の福祉課題解決のための活動組織であるとともに、各地域にお

ける活動の企画提案・支援も行う組織として位置づけ、その活動を支援します。 

【市（福祉総務課）、社協】 

▶地区社協や現在形成を推進している（仮称）まちづくり協議会を、多様な地域課

題解決を目指し、市民が主体的に活動するための基盤として位置づけ、その運営・

活動に必要な支援、未設置地区における立ち上げ支援を行うとともに、活動への

参加等を通じて地域課題の把握に努めます。 

【市(福祉総務課、地域コミュニティ課)、社協】 

○地域包括ケアシステムの深化・推進                    

▶介護を必要とする人、認知症の人、障害のある人、ひとり暮らし高齢者、子育て

家庭、外国人市民等が、地域で安心して暮らせるよう、サービスの基盤整備を促

進するとともに、医療、介護、介護予防、生活支援、住まい等を一体化して提供

する地域特性に合った地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

【市（福祉総務課、介護高齢課(介護予防支援室)、地域包括支援センター、障害福祉課、 

子ども未来課、子育て支援課(子ども総合相談センター)、保健医療課等）、社協】 

○生活支援体制の整備                           

▶多様な日常生活上の支援体制の強化及び高齢者等の社会参加を推進するため「生

活支援体制整備事業」に取り組みます。 

＜生活支援コーディネーターの配置＞ 

社会福祉協議会に委託し、市全体を区域にする第１層と日常生活圏域に相当

する第２層で生活支援コーディネーターを配置し、地域住民を主体とした「サ

ポーター」、「通いの場」について、見える化と創出に取り組むとともに、地域

における関係者間のネットワーク構築を行っていきます。 

＜協議体の設置＞ 

生活支援体制の中核的なネットワークとして「協議体」を設置し、地域にお

ける情報共有や連携・協働を推進します。第１層では、桑名市地域包括ケアシ

ステム推進協議会を「協議体」として活用しています。また、第２層では、地

区社協や（仮称）まちづくり協議会等を単位として、「協議体」の設置に取り組

み、各地域の実情に応じた働きかけを行っていきます。 
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【桑名市における「生活支援体制整備事業」の基本的な方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、地域包括支援センター）、社協】 

○地域を見守るネットワークの充実                     

▶あらゆる地域住民が孤立することを防止し、支援が必要な人を早期に発見して適

切な援助に結びつけることを目的に、既存の見守りネットワークを中心に、地域

の見守り体制の充実を図ります。 

① 桑名市地域共生社会に向けた見守り協力事業の充実 

多様化・複雑化している地域生活における課題に対応するため、民生委員・

児童委員、自治会、老人クラブのほか、民間事業者等の協力を得て、支援を必

要とする高齢者、障害のある人、子ども、子育て家庭等における異変を早期に

発見して適切に支援することを目的とした見守り協力事業の充実を図ります。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、地域包括支援センター、障害福祉課、 

環境安全課(生活安全対策室)、教育委員会学校支援課等）、社協】 

② 桑名市徘徊ＳＯＳ緊急ネットワーク事業の充実 

徘徊による行方不明者の事故を防止するため、家族等の連絡により、地域包

括支援センターまたは介護高齢課(介護予防支援室)から協力事業所や近隣市

町へ行方不明の情報がＦＡＸにて送信され、早期発見・保護するネットワーク

事業の充実を図ります。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、地域包括支援センター等）】 
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1-3 権利擁護の推進 

＜市民の取組＞ 

・成年後見制度をはじめ権利擁護に関する制度の理解をし、市民の立場でできるこ

とを積極的に取り組みます。 

・判断能力が十分でない人等に対する見守りを行い、必要に応じ、専門機関へつな

ぎます。 

・高齢者、障害のある人、子どもなどに対する虐待を見逃さないようにし、必要に

応じ、市へ通報します。 

・日本人市民と外国人市民が、お互いに地域を支える一員であることを認識して、

共に地域づくりを進めます。 

行政・社協の取組 

○成年後見制度の周知                           

▶認知症や障害のために判断能力が十分でない人が不利益を被らないよう支援す

る成年後見制度について周知を図ります。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、障害福祉課）、社協】 

○桑名市福祉後見サポートセンターにおける制度利用に関する支援等      

▶桑名市地域包括ケア計画の中にある成年後見制度利用促進基本計画に基づき、桑

名市福祉後見サポートセンター（運営：社協）において制度利用に関する支援を

行います。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、障害福祉課）、社協】 

○日常生活自立支援事業の周知                       

▶生活支援員による福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う日常生活自

立支援事業（実施：社協）について、事業の周知を図ります。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、障害福祉課）、社協】 

○市民後見制度の普及と市民後見人の育成                  

▶成年後見制度のニーズに対応できるよう、親族や弁護士、司法書士などの専門職

以外の市民が後見制度等の研修を受け、知識・倫理観を取得した上で、第三者の

後見人となる市民後見制度の普及と、市民後見人の育成を図ります。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、障害福祉課）、社協】 
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○人権侵害に関する理解と人権啓発の推進                  

▶高齢者や子ども、障害のある人に対する虐待、配偶者や恋人等への暴力、また、

女性、外国人、同和地区への差別は人権侵害であることを、全ての市民が理解し、

人権尊重に対する認識を深められるよう、広報活動をはじめ、さまざまな機会を

活用して人権啓発を進めていきます。 

【市(全庁)、社協】 

○虐待防止ネットワークの充実                       

▶高齢者、障害のある人、子どもなどへの虐待を未然に防止するため、虐待防止ネ

ットワークの充実を図り、虐待の早期発見・予防に取り組むとともに、虐待が発

生した場合の権利擁護を含めた問題解決のため、関係機関の連携を強化します。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、地域包括支援センター、障害福祉課、 

子育て支援課(子ども総合相談センター)）、社協】 

○地域における多文化共生の推進                      

▶外国人市民が各種行政サービスなど制度の内容を理解し、必要な医療、介護、保

健、福祉等のサービスを日本人市民と同様に受給できるよう、多言語による情報

提供の充実を図ります。また、外国人市民が、より生活に密着した地域の情報を

入手することができるとともに、地域活性化の担い手として、さまざまな地域活

動へ参画できるよう、地域の各種団体、学校等の連携のもと、人を介した情報伝

達の仕組みづくりを進めます。 

【市（まちづくり推進課(女性活躍・多文化共生推進室)、福祉総務課、 

介護高齢課(介護予防支援室)、子ども未来課等）、社協】 
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２ 地域における的確な情報提供と相談支援体制の確立 

公的な福祉サービスや市民主体の生活支援サービスなどの支えを要する人が、地域

で安心して生活を送るためには、自らサービスを選択し、自分に合ったサービスを受

けることができるよう情報を入手する必要があります。必要なときに必要な情報が入

手できるよう情報提供の充実を図るとともに、身近なところで気軽に相談支援が受け

られる体制づくりを進めます。 

【具体的な施策・取組】 

2-1 生活に関する情報提供の充実 

＜市民の取組＞ 

・市の広報紙やホームページなどの情報媒体を積極的に活用して日常生活に必要な

情報の収集に努めるとともに、福祉サービスなどの必要な情報が必要な人に届く

よう、市民の交流を深めます。 

・地域の行事や通いの場などの情報提供の場づくりに努めます。 

行政・社協の取組 

○広報紙、ホームページ、各種ガイドブックなどを通じた情報提供の充実    

▶広報紙、ホームページ、各種ガイドブックなどを通して情報提供を行うとともに、

公共施設に加え、必要に応じて民間の店舗や公共交通機関にも協力を依頼し、身

近な場所で情報が得られるよう工夫していきます。また、制度やサービス利用の

複雑な情報について、概要を作成し、イラストなどを用いた見やすい内容とする

など、わかりやすく伝える工夫をしていきます。 

【市（全庁）、社協】 

○地域の団体等を通じた人を介する情報提供の充実              

▶ひとり暮らし高齢者などに対し、福祉サービスに関する情報を伝えるには、広報

やホームページだけではなく、人を介した伝達が有効です。情報媒体の充実を図

るとともに、地域の団体等を通じた人を介する情報提供の充実に努めます。  

【市（全庁）、社協】 

○手話通訳者・要約筆記者、点訳者などの養成                

▶手話通訳者・要約筆記者、点訳者などのボランティアの養成を図るとともに、身

近なマンパワーの活用により、情報提供の充実を推進します。 

【市（障害福祉課）、社協】 
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2-2 総合的な相談支援体制の充実 

＜市民の取組＞ 

・困っている人が一人で抱え込んだりしないよう、ちょっとした悩みや不安を打ち

明けられるような近所付き合いを心がけます。 

・近隣で支援を必要とする人に、各相談窓口や民生委員・児童委員などに気軽に相

談するよう勧めます。 

・市の広報紙やホームページなどを活用し、各相談窓口の把握に努めます。  

行政・社協の取組 

○生活圏における包括的な相談支援体制の充実                

▶地区社協、（仮称）まちづくり協議会等との連携のもと、地域住民等が主体的に地

域課題を把握して解決を図る仕組みづくりを進めます。さらに、地域住民等が把

握した地域課題のうち複合化・複雑化した課題に対応するための多機関の協働に

よる総合的な相談支援体制の構築を目指します。 

【市（福祉総務課等）、社協】 

○困難なケースに対応する包括的な相談支援体制の充実            

▶高齢の親と障害のある子が同居している世帯、介護と育児に同時に直面する世帯

など、福祉課題が複合化・複雑化しています。本市では、「福祉なんでも相談セン

ター」を開設し、高齢者、障害のある人、子ども、生活困窮者など福祉分野にお

ける包括的な相談支援を実施しています。今後も既存の枠組みでは適切な解決策

を講じることが困難なケースに対応する包括的な相談支援体制の充実を図って

いきます。 

【市（福祉総務課、介護高齢課(介護予防支援室)、地域包括支援センター、 

障害福祉課、子ども未来課、子育て支援課(子ども総合相談センター)、 

保健医療課等）、社協】 
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2-3 福祉サービス等の利用支援の充実 

＜市民の取組＞ 

・地域でできる見守りや支え合い活動に積極的に参加します。 

・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯など日常生活において軽易な手助けを必

要としていることに対し、既存のボランティアなどと協力して支援します。 

行政・社協の取組 

○既存のサービスでは対応できないニーズに対する福祉サービスの展開     

▶ひとり暮らしの高齢者や障害のある人、孤立している子育て中の親など、地域の

課題が複雑化する中、話し相手、安否確認、ごみ出しなどの短時間で行える生活

支援サービスのニーズが高まっています。既存のサービスでは対応できないニー

ズについて、住民同士の支え合いによる支援など、市民と行政の協働により、地

域の現状に即したサービスを展開していきます。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、障害福祉課、子ども未来課、 

子育て支援課等）、社協】 

○伴走型支援体制の構築                          

▶本市における社会資源の状況や市民のニーズを把握しながら、専門多職種が連

携・協働して、困りごとを抱えた人と継続的につながり、関わりながら、本人と

周囲との関係を広げていく伴走型の支援体制の構築を目指します。 

【市（全庁）、社協】 
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３ 地域における安全・安心の体制づくり 

東日本大震災をはじめ、多発する自然災害の教訓として、普段から市民一人ひとり

が自分たちの住むまちは自分たちが守るという意識を持つことが重要であると改め

て認識させられました。誰もが、地域で安心して暮らしていくために、防災知識の普

及・啓発を図るとともに、住民同士の助け合いをベースとした災害時に支援を要する

人への対策の確立など、市民と行政の連携による防災体制の充実を図ります。 

【具体的な施策・取組】 

3-1 災害時に備えた体制づくり 

＜市民の取組＞ 

・地域の防災について関心を持ち、自分の命は自分で守るという「自助」意識を身

につけるとともに、防災訓練等に積極的に参加することにより、地域で助け合う

という「共助（互助）」の考えを理解します。 

・日頃の近所付き合いなどで、避難に支援が必要だと思われる人を把握します。 

行政・社協の取組 

○市民と行政の協働による自主防災組織の充実                

▶災害が起きた際、被災者の救出・救護や消火等の初動体制を地域で取ることがで

きるよう、市民と行政の協働により、自主防災組織の充実を図るとともに、防災

リーダーとなる人材を養成します。 

【市（防災・危機管理課）】 

○避難時に支援を必要とする避難行動要支援者の把握             

▶ひとり暮らしの高齢者や障害のある人などが災害時に支援を受けられるよう、民

生委員・児童委員と自主防災組織を中心に個人情報の保護に留意しながら、避難

時に支援を必要とする避難行動要支援者の把握を行います。また、地域住民によ

る日常的なあいさつや地域活動を通じた隣近所の避難行動要支援者の把握を推

進していきます。 

【市（防災・危機管理課、介護高齢課(介護予防支援室)、障害福祉課等）、社協】 

○避難行動要支援者が参加できる防災訓練の検討               

▶避難行動要支援者の避難に関する訓練ができる防災訓練の実施を検討するとと

もに、避難行動要支援者自身の訓練参加を促進します。 

【市（防災・危機管理課）】 
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○市民と行政の協働による危険箇所の把握                  

▶地域の危険箇所を市民の視点で把握し、災害時における被害を最低限に抑えられ

るよう、市民と行政の協働による地域の防災・減災対策を進めます。また、桑名

市地域防災計画に、できる限り市民の意見が反映されるよう配慮します。  

【市（防災・危機管理課）】 

 

3-2 要支援者の支援方策の充実 

＜市民の取組＞ 

・災害の発生を想定して、平時から地域の関係機関や行政等との円滑な連携体制を

築きます。 

・災害時には、高齢者、障害のある人、子どもやその親、外国人などに理解を示し、

必要な手助けができる体制をつくります。 

行政・社協の取組 

○地域の支援者と福祉サービス提供事業者による支援体制の構築        

▶災害発生時に避難誘導等の支援を必要とする高齢者や障害のある人などの把握

に努めるとともに、災害情報や避難所開設情報等を円滑に伝達できるよう、自主

防災組織、民生委員・児童委員、消防団等、地域の支援者と介護支援専門員等の

福祉サービス提供事業者による支援体制の構築を防災部局、福祉部局、消防関係

機関が連携しながら進めます。 

【市（防災・危機管理課、介護高齢課(介護予防支援室) 、障害福祉課等）、 

社協】 

○福祉避難所の拡充                            

▶災害時に要介護者、集団生活が困難な障害のある人などが安心して避難生活を送

れるよう地域の社会福祉施設等と協定を結び、福祉避難所の拡充に努めます。 

【市（防災・危機管理課）、社協】 

○避難所で生活する要支援者に対する支援                  

▶避難所で生活する要支援者に対し、自主防災組織、ボランティア等との連携のも

と、各種救援活動を行います。 

【市（防災・危機管理課、福祉総務課等）、社協】 
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3-3 地域における防犯体制の強化 

＜市民の取組＞ 

・日常的なあいさつなど積極的に子どもへの声かけをするとともに、登下校の子ど

もの見守りなどに参加し、子どもの安全確保に努めます。 

・地域住民が一丸となり、地域の防犯活動、防犯パトロールに取り組みます。  

行政・社協の取組 

○地域の各種団体等の連携による登下校時等の見守り             

▶子どもが巻き込まれる事故や犯罪を防止するため、学校を中心とした地域の各種

団体等の連携による登下校時等の見守りを実施します。 

【市（教育委員会学校支援課、環境安全課(生活安全対策室)）】 

○地域における自主防犯活動の強化                     

▶地域における自主防犯団体の結成を支援するとともに、個人による地域の見守り

活動の活性化を促進します。また、事業所等の参画を促進し、地域防犯活動の強

化を進めます。 

【市（環境安全課(生活安全対策室)）】 
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４ 地域を支える人材の育成 

地域の担い手を育てるためには、誰もが自分の住んでいる地域に愛着を感じ、そこ

に住む人がお互いを知ることが大切です。このため、さまざまな交流の機会づくりを

進め、ふだんからの見守りやいざといったときの身近な支援ができるような地域のつ

ながりを築いていきます。 

【具体的な施策・取組】 

4-1 福祉教育の推進 

＜市民の取組＞ 

・日常的なあいさつを交わし、互いに顔が見えるつきあいをすることによって市民

同士の交流を育み、地域活動の活性化につなげます。 

・積極的に福祉について学び、得られた知識・経験を、地域における自主的な活動

に生かしていきます。 

行政・社協の取組 

○あいさつ運動の推進                           

▶地域で支え合う気持ちは、市民が地域に関心をもち、地域の人を知ることによっ

て生まれます。まずはあいさつを交わし、お互いの顔をおぼえることが必要とな

るため、地域のなかでのあいさつ運動を進めます。 

【市（教育委員会学校支援課、福祉総務課等）、社協】 

○学校における福祉教育の推進                       

▶小中学校における総合的な学習の時間や道徳等の授業において、福祉やボランテ

ィア活動をテーマに取り上げ、児童・生徒の地域福祉に関する意識を高めていき

ます。また、地域で福祉活動をしている人等を講師に招く等、地域に着目した内

容とします。 

【市（教育委員会学校支援課）、社協】 

▶地域の団体、障害のある人など、さまざまな人と連携し、子どもたちが福祉の現

場を肌で感じられるような福祉教育のメニューづくりなどに協力するとともに、

体験や交流活動を通して福祉の心を育てることを目的に、福祉協力校への助成を

実施していきます。 

【市（教育委員会学校支援課）、社協】 
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○生涯学習における福祉教育の推進                     

▶生涯学習で学んだ知識や経験を地域活動に生かせるような取組を市民と行政の

協働で進めます。 

【市（生涯学習・スポーツ課）、社協】 

 

4-2 活動に取り組むきっかけづくり 

＜市民の取組＞ 

・ボランティアや地域活動に参加している市民は、活動の楽しさや魅力を積極的に

発信するよう努めます。 

・生活や仕事を通して培ってきた技術や経験を地域活動に役立て、次の世代に継承

していきます。 

行政・社協の取組 

○地域活動等の「見える化」の推進                     

▶市民主体の地域活動の立ち上げや運営が円滑に進むよう、利用できる既存施設、

先進的に活動しているボランティアの活動内容等の「見える化」を積極的に行い

ます。 

【市（福祉総務課）、社協】 

○ボランティア情報提供の充実                       

▶ボランティア情報について、市や社協の広報紙、ホームページ等を活用して提供

し、さまざまな機会にボランティア活動への参加を呼びかけていきます。 

【市（福祉総務課）、社協】 

○介護支援ボランティア制度の普及                     

▶介護保険関連施設等において高齢者が行うボランティア活動の実績を評価した

上でポイントを付与し、そのポイントに応じた交付金を交付する介護支援ボラン

ティア制度を、より多くの高齢者が利用するよう普及に努めます。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)）、社協】 
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4-3 ボランティアの育成 

＜市民の取組＞ 

・ボランティアの養成講座などを活用し、助け合いの意識を高め、具体的なボラン

ティア活動につなげます。 

・地域において手助けや支援を必要としている人がいることを知り、それを支援す

る活動にできる限り参加します。 

行政・社協の取組 

○ボランティアスクール・講座の充実                    

▶児童・生徒を対象としてボランティアの体験学習を開催するなど、ボランティア

スクールの内容充実を図るとともに、市民のボランティアに対する関心を高め、

活動に結びつけられるよう、経験年数や目的等、対象者に合わせたボランティア

講座を開催するなどボランティア育成の充実を図ります。 

【社協】 

○ボランティアセンターの充実                       

▶ボランティアのやり手と受け手が情報を共有して、需給調整が効果的に行われる

ようにボランティアセンターの機能を充実させ、地域の実情に応じたボランティ

ア活動が展開されるよう支援します。また、市民一人ひとりに合った活動につな

げるため、相談窓口の充実を図ります。 

【社協】 

○市民活動全般に関する支援の充実                     

▶桑名市市民活動センターにおいて、ＮＰＯなどの市民活動に関する情報収集・発

信、相談、人材育成・登録を通して活動を支援していきます。 

【市（市民活動センター）】 
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4-4 地域活動の推進 

＜市民の取組＞ 

・自分の住んでいる地域のことに関心を持って、自治会等の地縁活動に積極的に参

加します。 

・身近な地域に困りごとを抱えた人や見守りが必要な人はいないか目を配ります。 

行政・社協の取組 

○自治会への加入促進                           

▶自治会等の地縁活動は住民同士の支え合いの基本となります。本市への転入手続

き時の説明や集合住宅管理会社等への協力要請により、自治会への加入促進を図

ります。 

【市（戸籍・住民登録課、地域コミュニティ課）】 

○地域活動の担い手への支援                        

▶高齢化の進行などにより、地域活動の担い手が不足しているのが現実です。地域

住民等が自分たちの住んでいる地域の課題に対する意識を高めることや、支え合

いをはじめとして地域が主体的に取り組んでいくことを支援します。 

【市（地域コミュニティ課、福祉総務課）、社協】 

○「通いの場」「ささえあい支援事業」等の拡充                

▶地域住民が主体となり提供するサービス（シルバーサロンなどの「通いの場」、高

齢者の軽易な困りごとの支援をする「ささえあい支援事業」等）の拡充を図りま

す。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)）、社協】 

○地域住民主体の子育て支援の充実                     

▶子育ての不安や孤立を解消するために、地域住民主体の子育てサロン（サークル）

を支援するとともに、住民主体の子育て支援サービスであるファミリー・サポー

ト・センターや各種子育てボランティア活動への参加を促進します。 

【市（子ども未来課）、社協】 
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５ 地域活動拠点の整備 

地域福祉活動拠点や、既存のボランティア活動を広く市民に周知するため、「見え

る化」を進めながら、各地域福祉活動の拠点において参加者が地域の課題を共有し、

その解決策について話し合いができるような環境を整えます。また、専門職の関わり

などにより解決に向けた具体的な取組を支援します。 

【具体的な施策・取組】 

5-1 地域における交流の場づくり 

＜市民の取組＞ 

・祭りなど地域の伝統行事や既存の行事を大切にして、世代間交流を推進します。

また、親子が一緒になって活動できる行事を考えます。 

・地域住民が集まる場については、高齢者、障害のある人、子育て中の親子など、

誰もが参加しやすい環境とすることに心がけます。 

・地域活動の拠点として活用できる空き家、空き店舗などに関する情報を提供しま

す。 

行政・社協の取組 

○世代間交流などの充実                          

▶地域住民が一緒に活動に関わることでつながりが生まれます。世代間交流などの

機会を拡充することにより、身近な地域における世代を越えた関係づくりを進め

ます。また、これらの活動を住民同士の地域課題の共有の場としていきます。 

【市（福祉総務課）、社協】 

○「通いの場」など地域住民が主体的に行う活動への支援           

▶シルバーサロンをはじめ「通いの場」など地域住民が主体的に行う活動が、より

多くの地域に広まり、多くの市民の参加が得られるよう、地域への働きかけ、立

ち上げのための情報・ノウハウの提供等の支援を行います。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)、保健医療課、福祉総務課等）、社協】 
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5-2 高齢者や障害のある人が活躍できる場づくり 

＜市民の取組＞ 

・地域に暮らす全ての人が、地域を支える大切な担い手であることを理解して、支

え合いながら地域づくりを進めます。 

行政・社協の取組 

○障害のある人の一般就労への理解促進                   

▶誰もが地域を支える担い手であるという地域共生の理念に基づき、障害のある人

の生きがいや経済的基盤となる就労機会の拡大と安定が図られるよう、市内企業

等に対して障害のある人の一般就労への理解を求めます。また、障害のある人の

雇用義務制度などについての周知を図るとともに、障害のある人を雇用している

企業や、企業で活躍している障害のある人の紹介を行うなど、企業、市民への理

解促進に努めます。 

【市（商工課、障害福祉課）】 

○幅広い分野での高齢者によるボランティアの促進              

▶地域における保健福祉事業の展開にあたって、高齢者の協力を得ていくととも

に、子どもの登下校の見守り、高齢者相互の見守りといった地域福祉はもとより、

環境、観光など幅広い分野での高齢者によるボランティア活動を促進します。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)）、社協】 
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６ 生活を守る移動・外出支援の確保 

運転免許証を自主返納した人、バス停や駅までの移動が困難な人、介護タクシー等

の制度の狭間で移動に困難を感じている人の生活の実態やニーズの把握に努め、高齢

者、障害のある人、小さな子どもを抱えた親などの社会参加につながる移動支援やま

ちづくりのあり方について、地域福祉の視点で検討していきます。 

【具体的な施策・取組】 

6-1 有効な移動・外出支援の検討 

＜市民の取組＞ 

・移動や外出で困難を感じている人がいることを知り、地域住民の支え合いででき

る支援を考えます。 

・移動や外出に関する地域のニーズを把握し、関係機関・事業者との協働による解

決策を検討します。 

行政・社協の取組 

○地域住民主体の移動支援活動の担い手の育成                

▶「通いの場」応援隊など地域住民主体の移動支援活動について、現状や必要性の

「見える化」を進めながら、できる限り多くの市民に担い手としての参加を求め

ます。 

【市（介護高齢課(介護予防支援室)）、社協】 

○交通事業者との連携による利便性の高い運行体系や利用しやすい車両の普及  

▶高齢者や障害のある人などが、安心して公共交通機関を利用できるよう、交通事

業者との連携を強化し、利便性の高い運行体系や誰もが利用しやすい車両の普及

などを促進します。 

【市（都市管理課）】 

○地域福祉の視点での利用しやすい移動手段の検討              

▶車による移動ができない人や移動に困難を感じている人の把握に努め、コミュニ

ティバスの活用も含め、地域福祉の視点で、誰もが利用しやすい移動手段につい

て検討します。 

【市（都市管理課、福祉総務課）、社協】 
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6-2 誰もが外出しやすいユニバーサルデザインのまちづくり 

＜市民の取組＞ 

・施設等の整備によるハード面のバリアフリーのみならず、高齢者や障害のある人

などが抱える困難を、全ての地域住民が自らの問題として認識し、その社会参加

に積極的に協力する心のバリアフリーを進めます。 

・日常生活を通じて把握している危険箇所などの情報を地域で共有します。 

行政・社協の取組 

○ハード・ソフト両面におけるバリアフリーの推進              

▶建物などハード面のバリア（障壁）を取り除くとともに「心のバリアフリー」の

推進が必要です。「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」等関連

条例等について、市民や事業者に周知を図り、市民と行政が一体となって社会的

環境整備を進めていきます。 

【市（障害福祉課、都市整備課）】 

○市民と行政の協働による道路等移動空間の改善               

▶自治会や地域住民にも協力を求めて道路の危険個所を把握し、交通事故等を最小

限に抑えられるように、市民と行政の協働による道路等移動空間の改善に努めま

す。 

【市（都市整備課、土木課、アセットマネジメント課）】 

 

 

 

 



 

 

 

第６章 生活困窮者の自立と社会参加の促進 

【生活困窮者自立支援事業計画】 
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１ 生活困窮者自立支援事業の背景 

社会経済環境の変化や地域住民のつながりの希薄化などに伴い、生活困窮に至るリ

スクの高い人や働き盛りの稼働年齢層を含む生活保護受給者が増大しており、国民の

生活を重層的に支えるセーフティネットの構築が必要となってきました。こうした背

景のもと、生活保護に至る前の生活困窮者に対し早期に包括的な支援を行うために、

2015（平成27）年４月から生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立支援事業

がはじまりました。 

本市においては、それに先立ち2015（平成27）年１月から国のモデル事業として

自立相談支援事業を実施しました。 

 

２ 本市における生活困窮者自立支援事業の展開 

本市では、市役所内に相談支援室を設け、主任相談支援員、相談支援員、就労支援

員、家計改善支援員、学習支援コーディネーターの5職種を配置し、関係機関と連携

を行い、相談者と一緒に自立へ取り組む体制を整えています。 

●本市における生活困窮者自立支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生
活
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窮
者 

相談支援室 

生
活
困
窮
状
態

か
ら
の
脱
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自立相談支援事業【必須事業】 

相談員が、相談者に応じた支援計画を作成し、

自立の支援を継続的に行います。 

住居確保給付金【必須事業】 

離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した

人等で、受給要件を満たす人に有期で家賃相当

額の給付をします。 

家計改善支援事業【任意事業】 

家計改善相談支援員が、相談者の家計を管理す

る力を高めるよう支援を行います。 

子どもの学習・生活支援事業「学びサポート」

【任意事業】 

コーディネーターが、支援希望者と学習支援ボ

ランティアをマッチングして、子どもの自立支

援の一環として、学習支援、学習環境の整備、

進路相談等を行います。 

【対象者】桑名市に居住で、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人で、
生活保護を受給されていない人 

子どもの学習・生活支援事業「学びサポート」の対象者は、上記対象者の世帯に加え、
生活保護世帯・ひとり親家庭のうち、小中学生のいる世帯 
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３ 生活困窮者自立支援にかかる目標 

生活困窮者自立支援制度は、社会保障という大きな枠組み中で、社会保険制度と生

活保護制度の間にあり、生活保護に至っていない生活困窮者に対する第２のセーフテ

ィネットです。この制度の目指す目標は、①生活困窮者の尊厳の保持、②生活困窮者

の状況に応じた包括的・早期的な支援、③生活困窮者支援を通じた地域共生社会の実

現に向けた地域づくりであり、「桑名市生活困窮者自立支援事業計画（第 1 期）」では、

「生活困窮者主体の支援を提供」と「生活困窮者を地域で支える仕組みづくり」を基

本目標として設定しました。 

本計画においては、「桑名市生活困窮者自立支援事業計画（第 1 期）」の基本目標を

さらに発展させ、「生活困窮者主体の包括的・早期的な支援の提供」と「生活困窮者

を支えるネットワークづくりを通じた地域共生社会の実現」を生活困窮者自立支援に

かかる目標として取組を進めていきます。 

 

(1) 生活困窮者主体の包括的・早期的な支援の提供 

自立支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、抱えている課題を早急に評価・

分析（アセスメント）し、そのニーズを把握します。 

その後、把握したニーズに応じた支援が包括的かつ継続的に行われるよう、プラ

ンを作成し、これに沿って相談支援員等が生活困窮者とともに、生活困窮状態から

の脱却を目指します。 

 

(2) 生活困窮者を支えるネットワークづくりを通じた地域共生社会の実現 

この制度の対象者は、自らの声をあげることが不得手な場合も考えられることか

ら、民生委員・児童委員をはじめとして、ボランティアなど地域の住民や組織、団

体とともに、対象者の早期把握や見守りなどの支援のために、地域の社会資源を活

用し、自立支援にも対応可能な地域ネットワークを構築していきます。  

このネットワークの構築が、地域共生の理念のもと、地域で支える仕組みとなり、

自立支援事業へ効果的につながるように努めます。 
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４ 生活困窮者自立支援にかかる施策の展開 

【具体的な施策・取組】 

① 自立相談支援事業の充実 担当課・関係団体 

○経済的な問題で生活に困っている人等、相談者が抱えている課題

の把握を行い、一人ひとりに合わせたプランを作成し、関係機関

と連携しながら、自立に向けた包括的な支援を行います。 

市(相談支援室)、 

社協 

 

② 住居確保給付金の支給 担当課・関係団体 

○住居確保給付金の支給については、生活困窮者の自立の促進を図

るため、桑名公共職業安定所と連携し、当該事業を有効に活用し

ていきます。 

市(相談支援室)、

社協 

 

③ 家計改善支援事業の充実 担当課・関係団体 

○家計改善支援員により、家計管理に関する支援として、家計表や

キャッシュフロー表等の活用や出納管理の支援を行うとともに、

家賃、税金、公共料金などの滞納の解消や各種給付制度等の利用

に向けた支援、さらに、多重債務者相談窓口と連携等して、債務

整理に関する支援、貸付のあっせんを家計支援計画（家計再生プ

ラン）に基づき、総合的に実施していきます。 

市(相談支援室)、

社協 

 

④ 子どもの学習・生活支援事業「学びサポート」の充実 担当課・関係団体 

○学習支援コーディネーターにより、学習支援者と支援対象者をマ

ッチングし、個別訪問等による学習支援を行います。さらに、子

どもが安心して自分の存在を認められる居場所を確保すること

により、不登校など他者との関係性がうまく図れない子どもや学

習への抵抗感のある子どもが、落ち着いて学習でき、コミュニケ

ーション能力や自尊感情を高めることができるよう支援を行い

ます。あわせて、学習支援コーディネーターが家庭とつながり、

生活全体の支援を行います。 

市(相談支援室)、

社協 
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⑥ 生活困窮者自立支援事業の周知 担当課・関係団体 

○生活困窮者は、課題解決への意欲が低下し、複雑な課題をどこに

相談してよいのかわからず、行動できない場合があります。生活

困窮者を早期に把握・支援するためには、市民の制度に関する理

解が必要不可欠であるため、生活困窮者自立支援事業の周知を図

ります。 

市(相談支援室)、

社協 

 

⑦ 生活困窮者自立支援にかかるネットワークの充実 担当課・関係団体 

○税、保健、学校等さまざまな窓口と連携し、生活困窮者を相談に

つなぐよう、庁内の連携を強化するとともに、桑名公共職業安定

所、地元企業等、関係機関とのネットワークを構築します。 

○民生委員・児童委員など地域の相談支援者が、生活困窮者の身近

な相談者として必要な知識を学べるよう、必要な情報提供を図る

とともに、研修等の実施を検討します。 

市(相談支援室)、

社協、各種関係機

関 

市(福祉総務課)、

社協、民生委員・

児童委員 

 

 

 



 

 

 

第７章 市民の主体的な健康づくりの推進 

【健康づくり計画】 
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１ 健康日本 21 と健康増進法 

わが国では、急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、疾

病全体に占めるがんや循環器疾患などの生活習慣病の割合が増加し、これら生活習慣

病にかかる医療費も増加しています。また、高齢化に伴い、認知症やねたきりも増加

してきています。 

こうした状況を踏まえ、国では「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる活力あ

る社会の実現を図るため、壮年期死亡の減少、認知症やねたきりにならない状態で生

活できる期間（健康寿命）の延伸等を目標に、国民の健康づくりを総合的に推進する」

ものとして、「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」を2000（平成12)

年から推進しています。 

「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進す

るため、「健康増進法」が2003（平成15）年５月に施行されました。この法律におい

ては、健康増進計画の策定について、都道府県には義務規定を、市町村には努力規定

を設けています。 

2000（平成12）年に始まった「健康日本21」は2012（平成24）年度で終了し、

2013（平成25）年度からは「健康日本21（第２次）」がスタートしています。 

こうした背景のもと、本市においては、2006（平成18）年度に「元気・思いやり・

誰もが住みよい健康なまちづくり」を目標とする「桑名市健康づくり計画」を策定し、

市民の健康づくりを推進してきました。2012（平成24）年度には、市民の健康実態

を把握するため健康意識調査を実施するとともに、計画の中間評価及び計画の見直し

を行いました。 

このたび、中間見直しから７年が経過したため、桑名市地域福祉保健計画の一部と

して計画を再編成しました。 

 

２ 本市における健康関連計画 

本計画は、「健康増進法」に基づく健康増進計画であり、「健康日本 21（第２次）」

の理念に基づき、市民の主体的な健康づくりの総合的な推進を図るための方向性を示

すものです。したがって、最終的には市民の健康寿命の延伸を目指すものであり、「国

民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」及び「高齢者の医療の確保に

関する法律」に基づく「桑名市国民健康保険 第 2 期保健事業実施計画（データヘル

ス計画）・第３期特定健康診査等実施計画」等、同様の趣旨で策定し推進している関

連計画との整合性を図り策定するとともに、連携して施策を推進していきます。  
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３ 健康づくりにかかる目標 

三重県の推計（2017（平成 29）年）によると、本市の平均寿命は男性が 83.1 歳、

女性が 86.5 歳、健康寿命は男性が 80.5 歳、女性が 81.5 歳となっています。単に長

寿であるだけでなく、「長寿」の前に「健康」が付いてこそ、幸福につながります。「健

康長寿」すなわち「健康寿命の延伸」により、いつまでも自分らしい生活を送ること

は、全ての市民の希望であり、健康のまちづくりの基本となります。 

これを具体化するために、次の目標にしたがって取組を進めます。 

 

(1) 地域全体のつながりを重視して取組を進めます 

健康づくりは、個人の努力と地域社会の力を合わせることで、より取り組みやす

く、継続しやすくなると考えられます。そこで、行政をはじめ、保健医療機関、教

育機関、企業、ボランティア団体等の健康に関する関係者の連携によって個人が健

康づくりに取り組みやすい環境を整えていきます。また、さまざまな施策を推進す

る上で、市民一人ひとりを取り巻く家庭、地域、職域のつながりを重視します。  

「桑名に住んでいれば、健康になれる」そうした健康のまちづくりを進めます。 

 

(2) 焦点を絞って施策を展開します 

年齢、性別、職業、世帯構成、地域など市民一人ひとりの属性は多様であり、価

値観や健康観もさまざまです。それぞれの健康課題に対して焦点を絞った効果的な

施策を展開していきます。特に、高齢期においては、フレイルに着目した対策など、

高齢者の特性を踏まえた健康支援を、介護予防事業と一体的に実施します。さらに、

生涯を通じた健康づくりの観点から、これまで職場での保健対策が中心であった

青・壮年期の健康づくりについても取組を検討していきます。 

 

(3) 生活習慣病の発症予防と重症化予防を目指します 

国民健康保険のデータをみると、本市では糖尿病や腎不全の医療費が高くなって

います。また、心疾患や脳血管疾患は、死因の上位を占めています。そこで、市民

の健康寿命の延伸を目指し、糖尿病や循環器疾患を中心とした生活習慣病対策を重

点施策として位置づけ、その発症予防と重症化予防に関わりの深い「栄養・食生活」

と「身体活動（生活活動・運動）」を中心とした取組を市民と行政の協動で進めて

いきます。 

 

(4) がんの早期発見・早期治療の必要性について啓発します 

がんは、誰もがかかる可能性のある病気であり、死因の第 1 位となっています。
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しかし、早期発見・早期治療によって、治る可能性が高い病気であることから、が

ん検診やその精密検査を受け、早期に治療をすることで、がんによる死亡を減らす

ことができると言われています。そこで、今後も引き続き早期発見・早期治療の必

要性について普及啓発をしていきます。 

 

(5) 生きる支援に着目した取組を進めます 

健康と福祉に関する市民アンケート調査結果によると、30～50 代の働き世代に

ストレスを感じる人が多く、睡眠で休養がとれていない人の割合が高いことがわか

りました。不安やストレスのない社会をつくることは困難ですが、過重なストレス

を解消したり、軽減したりすることはできます。そこで、「生きる支援」に着目し

た取組を進めるとともに、各種事業についても「楽しみながらできる」、「生きがい

につながる」という視点で検討していきます。 

 

(6) 根拠に基づく情報をわかりやすく提供していきます 

健康に関する情報がテレビ、雑誌、インターネットなどを通じてあふれています。

それは、市民に健康を意識してもらうということでは意味がありますが、その情報

の正しさを裏付ける根拠が曖昧なまま流布している場合があることも事実であり、

市民一人ひとりにとって本当に有用な情報が届いているとはいえません。そこで、

客観的な根拠に基づいた情報を、わかりやすい表現で発信・提供していくことを心

がけ、できるだけ多くの人が健康づくりに取り組める機運を高めていきます。 
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４ 健康づくりにかかる施策の展開 

(1) 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

心疾患､脳血管疾患､糖尿病､がんなど生活習慣病の対策としては、生活習慣を改

善することや疾病の早期発見・早期治療及び治療の継続が大切です。庁内関係各課

や関係団体との連携のもと、引き続き、生活習慣病予防に関する啓発や健康相談を

行います。また、各種健康診査やがん検診の受診勧奨、リスクがある人への相談支

援等により、生活習慣病の発症予防や重症化予防のさらなる充実を図ります。 

【具体的な施策・取組】 

① 楽しみながら取り組める健康づくり 担当課・関係団体 

○健康無関心層も含めた全ての市民が、楽しみながら健康づくりに

取り組み、健（検）診の受診や歩数の増加などの行動変容につな

がるよう、「桑名市健康マイレージ」の充実を図ります。 

◯地域の通いの場、健康づくりのイベント等の取組に関する情報を

関係機関等と連携しながら把握し、情報提供や見える化に努めま

す。 

市（保健医療課、

商工課） 

 

② 糖尿病対策の推進 担当課・関係団体 

○糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、腎症、網膜症などの合併症

を引き起こし、生活にも大きな影響を及ぼします。また、透析治

療が必要となる最大の原因疾患でもあります。糖尿病に関する知

識の普及・啓発や特定保健指導などの発症予防に引き続き取り組

むとともに、重症化予防の取組として、治療が必要と思われる人

への受診勧奨や、主治医と連携した家庭訪問や面談による保健指

導を継続し、関係機関との連携のもと、糖尿病対策の充実を図り

ます。 

市（保健医療課、

保険年金室）、医師

会 
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③ がんの予防と早期発見・早期治療 担当課・関係団体 

○各種がん検診を多くの人が受診するように、広報やホームページ

等での啓発、関係機関や企業等との連携による周知を継続しま

す。受診者の立場に立った利便性への配慮等を行うとともに、受

診手続きの簡素化に向けた取組を行うことで、受診率の向上を目

指します。また今後も、国の指針に基づいたがん検診の実施、及

び検診の精度管理の向上に取り組みます。 

◯精密検査の対象となった人に対しては、引き続き検査の大切さに

ついて情報発信を行い、精密検査未受診者に対しては郵送や電話

での受診勧奨により、精密検査受診率の向上に努めます。 

◯避けられるがんを防ぐため、がんに関する正しい知識や生活習慣

の改善を啓発します。 

市（保健医療課、

保険年金室）、医師

会 

 

④ 循環器疾患対策の推進 担当課・関係団体 

○脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患は、がんと並んで主要な死

因となっています。また、発症に伴う日常生活動作の低下などに

より、介護認定の原因疾患としても多くを占めています。循環器

疾患の発症には生活習慣が関与していることが明らかであり、食

生活や運動習慣などの改善について啓発し、多くの市民を対象に

発症予防の視点を重視して取組を進めます。また、治療が必要と

思われる人への受診勧奨などの対策について検討し、重症化の予

防につなげます。 

市（保健医療課、

保険年金室） 
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【目標指標】 

指 標 
現 状 

【2018年】 

目標 

【2024年】 

健康状態がよい人（とてもよい＋まあよい）

の増加［市民アンケート］ 

男性 84.2％  

女性 88.3％  

桑名市健康マイレージ申請数の増加 

（2019年度より事業開始） 

市民 

市内在勤者 
未実施  

特定健康診査受診率の向上 
国民健康保

険被保険者 
44.6％  

収縮期血圧140mmHg以上の割合の減少［特

定健康診査結果］ 

男性 11.2％  

女性 14.7％  

LDLコレステロール140mg/dl以上の割合

の減少［特定健康診査結果］ 

男性 7.8％  

女性 16.9％  

ＨｂＡ１ｃ（NGSP値）6.5％以上の割合の

減少［特定健康診査結果］ 

男性 3.4％  

女性 2.7％  

がん検診受診率の 

向上 

[市民アンケート／

40～69歳] 

大腸がん 
男性 28.0％  

女性 34.3％  

乳がん 女性 39.4％  

がん検診受診率の 

向上 

[地域保健・健康増

進事業報告] 

大腸がん 
男性 6.1％  

女性 12.5％  

乳がん 

（マンモグラフィ） 
女性 8.5％  

要精密検査受診率 

の向上 

[地域保健・健康増

進事業報告] 

大腸がん 
男性 73.5％  

女性 77.7％  

乳がん 

（マンモグラフィ） 
女性 88.4％  

 

 

  



80 

(2) 生活習慣の領域別の取組 

① 栄養・食生活 

栄養・食生活は、生命維持に欠かせない営みです。栄養バランスのとれた食事

を自ら選び、規則正しく摂取する食習慣の確立は、健康寿命の延伸に効果的です。

また、過食・欠食や栄養の偏りは生活習慣病の発症や重症化と密接に関連があり

ます。 

乳幼児期から適切な食事内容、望ましい食習慣が身につき、大人になっても継

続していけるよう家庭、学校をはじめ、地域ぐるみの取組を推進します。  

【具体的な施策・取組】 

① あらゆる世代に対する啓発 担当課・関係団体 

○広報紙やホームページ、桑名ふれあいトーク等を通じて引き続き

食の適正量や食事バランスの情報を発信します。また、食に対す

る意識が希薄になりがちな青年期や壮年期に対し、家庭・職場・

地域全体での普及・啓発に向け、その方法を検討します。 

市（保健医療課）、

食生活改善推進協

議会 

 

② 地域における食育の推進 担当課・関係団体 

○健康増進事業、母子保健事業など、あらゆる機会を通じて栄養・

食生活の改善ができるよう事業を進めていきます。さらに、食生

活改善推進協議会などとの連携を強化し、地域における食育を推

進していきます。 

市（保健医療課、

子育て支援課）、食

生活改善推進協議

会 

【目標指標】 

指 標 
現 状 

【2018年】 

目標 

【2024年】 

適正体重を維持している人の増加［市民アンケート］  

 

▼肥満者（ＢＭＩ25.0以上）の減少 
男性 27.3％  

女性 13.4％  

▼やせ（ＢＭＩ18.5未満）の減少 
30歳未満

の女性 
24.3％  

主食、主菜、副菜がそろった食事をほとん
ど毎日２回以上食べる人の増加［市民アン
ケート］ 

男性 54.2％  

女性 58.7％  

朝・昼・晩３食をほとんど毎日食する人の

増加［市民アンケート］ 

男性 80.8％  

女性 90.1％  
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② 身体活動（生活活動・運動） 

定期的に運動している人や身体活動量の豊富な人は、虚血性心疾患、高血圧、

糖尿病、肥満、骨粗しょう症、がん、認知症などの罹患率や死亡率が低いことが

わかっています。また、適度な運動は、ストレス解消など、こころの健康を保つ

ためにも有効であるとともに、高齢者にとってはフレイル予防にもつながってい

きます。 

運動の重要性を理解し、気軽に取り組める環境づくりを進めることにより運動

習慣の定着を図ります。 

【具体的な施策・取組】 

① 「桑名いきいき体操」の推進 担当課・関係団体 

○本市では、健康づくりと地域における交流促進のために、「桑名

いきいき体操」を推進しています。今後も、市民の誰もが、気軽

に継続して運動に取り組める「桑名いきいき体操」の普及を継続

します。また、地域活動団体や関係機関との連携のもと、すでに

「桑名いきいき体操」を実施している人が、効果的な実践を住民

主体で継続できるよう、引き続き取り組みます。 

市（保健医療課） 

   

② 運動に取り組みやすい環境の整備 担当課・関係団体 

○誰もが身近な地域で気軽に運動できるよう、運動の効果や重要性

を啓発するとともに、運動ができる場所や機会、及び方法等に関

する情報を提供します。また、楽しみながら運動や活動に取り組

めるよう、健康マイレージ事業の充実を図ります。 

市（保健医療課）、

健康推進員会 

 

③ ライフステージに応じた取組の推進 担当課・関係団体 

○市民一人ひとりの体力や健康状態に応じて日常生活の中で無理

なく身体活動ができるよう支援するとともに、生涯にわたって運

動習慣が継続するよう、庁内関係各課との連携のもと、ライフス

テージに応じた取組を進めます。 

市（保健医療課） 
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【目標指標】 

指 標 
現 状 

【2018年】 

目標 

【2024年】 

運動習慣者の増加［市民アンケート］ 
男性 29.9％  

女性 22.5％  

１日の平均歩数の増加［市民アンケート］ 
男性 6,155歩  

女性 5,054歩  

「桑名いきいき体操」を実施している「通

いの場」の増加 
市民 28か所  

 

③ 休養・こころの健康 

こころの健康は、人が生き生きと自分らしく生きるための重要な条件です。こ

ころの健康を保つには、バランスのとれた食生活・栄養、適度な身体活動も重要

であり、これらに休養を加えたものが３要素とされています。 

さらに、十分な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことは、こころの健康

に欠かせません。また、孤立感を持つことなく、心配事や不安を軽減するために

は、家庭でのコミュニケーション、地域社会とのつながりや周囲のサポートとと

もに、こころの健康や、こころの病気とその予防についての正しい知識も重要で

す。 

これまでの取組により、市民の関心が少しずつ高まっているところであり、今

後もこころの健康づくりを一層推進します。 

【具体的な施策・取組】 

① こころの健康・こころの病気に関する普及啓発 担当課・関係団体 

○自分自身がこころの健康状態に気づき、安定した状態を保つため

に必要な睡眠や、ストレスに関する正しい知識の普及啓発を行い

ます。また、友人や家族など、まわりの人が発するこころのサイ

ンにも気づき、耳を傾け、必要に応じて相談窓口等につなぐこと

ができるよう、こころの健康及びこころの病気に関する講座や講

演会等の保健事業を通じて、正しい知識の普及を継続します。 

市（保健医療課） 
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② 相談体制の充実 担当課・関係団体 

○こころの健康を保つためには、悩みやストレスについて、相談で

きる場所のあることが重要です。地域における身近な相談相手か

ら専門職による相談窓口まで、関係機関の連携を強化しながら相

談窓口の周知及び相談体制の充実を図ります。 

市（全庁） 

 

【目標指標】 

指 標 
現 状 

【2018年】 

目標 

【2024年】 

睡眠による休養を十分とれていない人
（あまりとれていない＋まったくとれて
いない）の減少［市民アンケート］ 

男性 24.1％  

女性 25.5％  

ストレスを感じる人（おおいに感じる＋

多少感じる）の減少［市民アンケート］ 

男性 71.8％  

女性 79.3％  

幸せだと感じる人の増加［市民アンケー

ト］ 
18歳以上 平均6.6点  
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④ たばこ 

たばこによる健康への悪影響は、科学的に明確にされており、具体的には、が

ん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患等）、呼吸器疾患（ＣＯＰＤ（慢性閉塞

性肺疾患）等）、糖尿病、周産期の異常（早産、低出生体重児、死産、乳児死亡

等）等、多くの疾患等の原因となっています。また、喫煙する本人だけでなく、

受動喫煙により、周囲の人の健康への悪影響が生じることが知られており、乳幼

児の喘息や呼吸器感染症、ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）等の原因となってい

ます。 

喫煙や受動喫煙が体に及ぼす影響についての正しい知識の普及に努め、受動喫

煙防止に取り組んでいきます。 

【具体的な施策・取組】 

① たばこの害に関する啓発 担当課・関係団体 

○喫煙率の低下に向けて、母子健康手帳交付時、母子保健事業実施

時などに、喫煙が胎児や子どもに及ぼす影響についての知識の普

及啓発を図るとともに、幅広い世代への喫煙防止に関する情報提

供や禁煙支援の取組等を推進します。 

市（保健医療課、

子育て支援課） 

 

② 受動喫煙防止対策の推進 担当課・関係団体 

○市民を受動喫煙から守り、健康増進を図ることを目的として、不

特定多数の人が利用する公共的な空間については、県と連携のも

と全面禁煙を目指します。また、市内全域で路上喫煙しないこと

を努力義務とし、桑名駅周辺を「路上喫煙禁止区域」に設定する

ことなどを内容とした「桑名市路上喫煙の防止に関する条例」等

に基づき、受動喫煙防止対策を推進します。 

市（保健医療課、

環境安全課） 

 

【目標指標】 

指 標 
現 状 

【2018年】 

目標 

【2024年】 

喫煙率の低下［特定健康診査結果］ 11.0％  

４か月児をもつ母の喫煙率 2.8％  

４か月児をもつ父の喫煙率 30.8％  
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⑤ 歯・口腔の健康 

歯と口腔の健康は、食べる喜びや話す楽しみを保つ上で重要であり、これが低

下すると毎日の生活に大きな影響を及ぼします。さらに、歯周病は糖尿病をはじ

めとする生活習慣病の発症や重症化に深く関わっており、健康寿命の延伸のため

にも歯と口腔の健康の重要性は高まっています。 

歯科医師会等関連団体との連携のもと、歯周病予防やオーラルフレイル（口腔

機能の衰え）の予防に努めます。 

【具体的な施策・取組】 

① ライフステージに応じた歯科疾患の予防対策 担当課・関係団体 

○ライフステージに応じた歯科疾患の予防として、乳幼児期から学

齢期はむし歯及び歯肉炎予防、青年期・壮年期・高齢期は歯周病

予防に重点を置いた取組を行います。 

■幼児歯科検診の受診率の向上を図り、う蝕予防、口腔機能の発

達支援に努めます。 

■歯周病検診の受診者の増加に努め、歯周病予防を推進します。 

市（保健医療課、

子育て支援課）、歯

科医師会、歯科衛

生士会 

 

② 歯周病に関する知識の普及 担当課・関係団体 

○歯周病は歯の喪失の原因となるだけではなく、糖尿病や循環器疾

患（動脈硬化、心疾患等）等の生活習慣病の発症や重症化に密接

に関わりがあります。生活習慣病の予防、ひいては健康寿命の延

伸のために、歯周病に関する正しい知識の普及を積極的に推進し

ます。 

市（保健医療課）、

歯科医師会 

 

③ 口腔機能の維持・向上 担当課・関係団体 

○加齢に伴い口腔機能は衰え、滑舌機能の低下、食べこぼし、咀嚼・

嚥下機能の低下等、心身へ大きな影響を及ぼします。こうした状

態をオーラルフレイルといいますが、口腔機能の維持・向上を図

り、オーラルフレイルを予防するための正しい知識の普及啓発や

保健指導等に取り組みます。 

市（保健医療課、

介護高齢課）、歯科

医師会 
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【目標指標】 

指 標 
現 状 

【2018年】 

目標 

【2024年】 

う歯のない子どもの増加［３歳児歯科健診］ ３歳児 86.4％  

歯周病検診受診者の増加 
40・50・60・

70歳 
126人  

自分の歯が20本以上ある人（80歳以上）の増

加［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査］ 

男性 48.0％  

女性 47.5％  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

第８章 計画の推進 
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運営委員会 

人づくり部会 

仕組みづくり部会 場づくり部会 

副会長 会 長 

自治会 

ボランティア 
地区社協 

ＮＰＯ 

ボランティア 

地区社協 

市 民 会 議 

連携 
連携 

連携 

連携 

連携 

参加 

参加 

参加 

参加 

参加 

参加 参加 

参加 

市 民 

参加 

参加 

参加 

参加 

１ 地域福祉保健推進体制の充実 

地域福祉保健の推進については、これまで積み上げてきたものを充実・発展させる

ところからはじまります。言い換えれば、本市の地域福祉保健の次のステップは推進

体制を充実することであると考えます。 

 

(1) 地域福祉推進体制の現状 

地域福祉を推進するのは市民一人ひとりです。本市における地域福祉計画の最大

の成果（強み）は、第２期桑名市地域福祉計画の策定を通じて市民が主体的に地域

福祉活動を行うための市民会議を立ち上げ、活動を続けていることです。  

市民会議の活動については、計画の基本目標に沿って、『人づくり』『仕組みづく

り』『場づくり』の３部会を基本に、計画を推進しています。各部会は、実際に活動

する活動グループからなり、また、部会の枠を超えた横断的な委員会『広報委員会』

『運営委員会』『組織委員会』の３つを設け、広報啓発、活動の調整、既存の活動団

体との連携調整などを行っています。 

●市民会議を中心とした地域福祉推進のイメージ（第３期桑名市地域福祉計画） 
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第２期桑名市地域福祉計画のはじまった2009（平成21）年度から10年が経過し

ました。その間、市民会議は、さまざまな地域課題の解決に向けて自らが活動主体

となって積極的に活動してきました。しかし、メンバーの増員など市民会議自体の

拡充を図ることができず、その活動に広がりがみられなかったことが課題として残

りました。 

こうした点を踏まえ、今後は、本市における地域福祉活動が市民会議を中心に活

性化し、地域包括ケアシステムの「互助」の部分を確実に担えるよう充実を図る必

要があります。 

これまで、市民会議においては活動の範囲を全市域（第１層）として、行政及び

社会福祉協議会との連携のもと、取組を推進してきました。その間、行政及び社会

福祉協議会は、概ね第３層における地区社協の設立を進めるとともに、生活支援コ

ーディネーター（全市域及び地域包括支援センター管轄区域）を配置し、より市民

の生活に根ざした「地区」を単位に市民の生活を支援する取組を進めてきました。 

また、本市では2017（平成29）年から、概ね小学校区を単位として住民が主体

的にまちづくりに取り組むことができる体制の構築を目指し、（仮称）まちづくり

協議会の形成を推進しています。2019（令和元）年５月に、城南まちづくり協議会

が設立され、「災害時声かけマップ」の作成などの活動が行われています。その他の

地域においても、準備組織が立ち上げられ、（仮称）まちづくり協議会の設立に向け

た準備が進められています。 

 

(2) これからの推進体制 

こうした背景のもと、本計画の期間となる2020（令和２）年度以降においては、

地域福祉圏域を意識しながら、市民会議の取組と地区社協や（仮称）まちづくり協

議会をはじめとした地域の住民主体の取組等をつなげ、より地域ごとの実情に即し

た取組に持っていくべきと考えます。 

そこで、市民会議のメンバーが、それぞれ関心のあるテーマや得意な分野の知識・

技術を生かし、主に第１層において活動を実践するとともに、活動の企画提案をす

る役割を担い、地区社協や（仮称）まちづくり協議会など関係団体と連携して、主

に第３層においても取組を進めていくよう、推進体制の充実を図っていきます。 

行政及び社会福祉協議会は連携しながら、市民主体の活動を同じ「場」において

支援していきます。 
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●新たな地域福祉推進のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政及び社会福祉協議会による支援体制 

(1) 支援体制 

地域福祉を推進するのは市民一人ひとりですが、行政及び社会福祉協議会も協働

で取組を進めてきました。前述したとおり、今後も行政及び社会福祉協議会は、地

域福祉推進に係る共同事務局（以下「共同事務局」といいます。）を設置し、市民会

議を継続的に支援するとともに、市民との協働による取組の具体化を推進していき

ます。あわせて、できる限り多くの市民が地域福祉活動へ参画できるよう、計画の

周知・啓発をさまざまな場面で行っていきます。 

その際、本計画の進捗状況を把握し、評価するとともに、計画の見直しや新たな

取組等に関する検討を行います。 

本計画は、福祉、保健、医療、教育、まちづくり、防災等、多様な分野にわたっ

市民会議 
活動 

桑名市 

（仮称）まち
づくり協議会 

地区社協 

桑名市 
社会福祉協議会 

活動 

ボランティア・
ＮＰＯ 

活動 

活動 

市 民 
第１層 

第３層 

第２層 

企画提案 

・支援 

連携 

支援 

生活支援 

コーディネーター 

支援 

取組を

評価 
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ているため、共同事務局が中心となり、庁内関係部署や関係機関が相互に連携して

施策を推進していきます。 

 

(2) 社会福祉協議会による地域福祉活動計画の策定 

社会福祉法第109条では、社会福祉協議会について「地域福祉の推進を図ること

を目的とする団体」として規定しています。また、本市においては、各種ボランテ

ィア活動や地域福祉計画推進市民会議の活動など市民の主体的な取組を直接支援

してきたのも社会福祉協議会でした。こうした背景もあり、第２期及び第３期桑名

市地域福祉計画では、社会福祉協議会の取組も内容に含まれていました。  

これまでの成果を踏まえ、より効果的に本計画の内容が実現するよう、社会福祉

協議会では、本計画の理念や目標等を共有しながら、社会福祉協議会の基盤を強化・

充実させ、効果的に地域福祉の推進を図っていけるよう、独自に桑名市地域福祉活

動計画策定することとしました。 

●社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画（案）のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域共生社会」を目指して 
社会構造の変化等により、社協

に求められる新たな役割・機能 自然災害の発生に備えて 

背景・課題 

 地域活動を支援す

る仕組みをつくる 

自分の地域での取組

について、考え、取

り組める体制 

従来の仕組みにとら

われない新たな仕組

み・事業の展開 

社協内の連携体制

の構築 

大きな柱 

 

①生活支援コーディネ
ーターによる地域支

援の仕組み 

②地区社協への支援 

①地区社協ごとの計画
策定 

②地区社協と各種団体
との連携支援 

③福祉教育の推進 

①総合相談体制の強化 

②社協内の相談機関の

連携 

③総合相談に対応でき
る人材の育成 

④災害ボランティアセ
ンターなど災害時に
備えた体制づくり 

①文化・スポーツと福
祉の融合 

②外国人、ひきこもり
等新たな対象に向け
た取組 

③新たな人材（ボラン
ティア等）の発掘 

④情報発信 

計画の内容 
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３ 計画の進行管理 

本計画の進捗状況を市民の目線で把握し、評価するために、市民会議において進行

管理を行っていきます。計画期間中、自己評価も含め、毎年度定期的に行います。 

また、行政及び社会福祉協議会においては、計画の進捗状況を把握するとともに、

それぞれの取組の自己評価を行い、その情報を市民会議と共有しながら、市民会議の

進行管理に関する活動を支援していきます。 

なお、新たな取組や計画の推進方法については、取組の進捗状況や社会的な動向を

考慮しながら、市民会議、行政及び社会福祉協議会が協働して検討していきます。 

 

４ 関係機関等との連携 

本計画の実現に向けて、地域福祉活動、健康づくり活動等が効果的に行われるよう、

自治会連合会、民生委員児童委員協議会、健康推進員会、食生活改善推進協議会、老

人クラブ連合会、障害者団体連絡協議会、ボランティア連絡協議会など各種地域活動

団体・当事者団体・関係団体等と連携していきます。 

さらに、健康づくりに関する取組については、保健・医療的な見地から医師会、歯

科医師会、薬剤師会など関係専門機関や県と連携していきます。 

 

５ 計画の周知 

本計画は、市民一人ひとりの「幸福」の実現を、市民、福祉関係団体、行政等が連

携して、推進していくことを目指し、策定しました。したがって、一人でも多くの市

民が、地域共生の理念のもと、地域における福祉活動や健康づくり活動に参加できる

よう、本計画が示した考え方や方法などを、広報、ホームページ、各種イベントなど

を通じて、積極的に周知を図っていきます。 

 



 

 

 

資 料 
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資料１ 「第３期桑名市地域福祉計画」の評価・成果等 

「第３期桑名市地域福祉計画」は、計画策定のための市民会議において地域福祉の定

義を確認した上で、市民が自ら考え、形にした「市民の取組」を計画の中心に据え、その

実現のために、行政、社会福祉協議会がそれぞれの立場で何をどのように支援するかと

いう観点で「行政・社協の取組」として明確にし、策定しました。 

第３期桑名市地域福祉計画の推進にあたっては、毎年度、市民会議の部会（人づくり、

仕組みづくり、場づくり）で、「市民の取組」について目標別確認シートを用いた自己評

価をするとともに、全体市民会議で共有し、振り返りを行ってきました。 

本計画の策定にあたり、第３期桑名市地域福祉計画の「市民の取組」及び「行政・社協

の取組」の評価・成果等をまとめました。 

 

●「第３期桑名市地域福祉計画」の全体像 

基本目標  施策の方向性 

１ 地域を支える 

〈人づくり〉 

 (1) 誰もがお互いを理解し地域のつながりを深めましょう   

【理解・コミュニケーション】 

(2) みんなが共に生きるという意識をもって、人と自然が共に育

み合えるまちをつくりましょう      【共生・エコロジー】 

(3) 誰もが気軽に地域活動やボランティアに参加できるまちをつ

くりましょう         【地域活動・ボランティア活動】 

   

２ 地域を見守る 

〈仕組みづくり〉 

 (1) 高齢者、障害のある人、子ども・子育て家庭を地域で見守る

仕組みをつくりましょう                     【見守り】 

(2) みんなが協力して安全・安心な仕組みのあるまちをつくりま

しょう                        【安全・安心（防犯・防災）】 

(3) 必要な人に必要な情報が届き、気軽に相談できる仕組みをつ

くりましょう                           【情報提供・相談】 

   

３ 地域をつなげる 

〈場づくり〉 

 (1) 誰もが気軽に集える交流の場をつくりましょう     【交流】 

(2) 誰もが能力を発揮できる場をつくりましょう   【能力発揮】 

(3) 誰もが安全で快適に移動できるように提案の場をつくりまし

ょう                                       【快適な移動】 

(4) 誰もが医療体制に関する正しい情報を得て、健康づくりがで

きる場をつくりましょう               【医療・健康づくり】 
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１ 地域を支える＜人づくり＞ 

(1) 誰もがお互いを理解し地域のつながりを深めましょう 

【理解・コミュニケーション】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 学校を通じた交流で理解を深めましょう 

 地域の小・中学校の生徒を通じてお
便りなどの配布を行う 

A 福祉を育くむきっかけと理解を深めるため、市
内28校の小学4年生に地域福祉計画子ども向け
ダイジェスト版を配付し、3校で「地域福祉教
室」を実施した。 

地域の人たちが小中学校へのボラ
ンティアに積極的参加できるよう
にする 

F 自治会や老人会などが中心となり、学校の登下
校の見守りなどのボランティアが行われてい
る。 

自治会、民生委員児童委員、学校が
連携して地域の交流イベントを考
える 

F 小学校を拠点に、自治会や民生委員児童委員、
地区社協などの協力のもと交流イベントが開
催されている。 

小・中学校の生徒たちが地域を知る
ための社会見学を行う 

F 小学校では、社会見学で桑名市内の寺町通りな
どを訪ね、地域を知るための取組や清掃工場の
見学などが実施されている。 

学校行事などを通じて地域の人た
ちが子どもたちに昔の遊びを教え
る 

F 幼稚園、小中学校においては、地域又は宅老所
のお年寄りを学校行事へ招待したり、交流会を
開催したり、地域のお年寄りを講師として、郷
土学習をしている。 

小学校の空き教室を活用した世代
間交流の場づくりを行う 

F 多度地区の「子どもアイデア楽工」では、地元
シルバー世代との交流も含めた取組が行われ
ている。 

② 地域行事を中心に理解を深めましょう 

 自治会単位での地域交流会やミニ
イベントを開催する 

F 地域の集会所等を活用し、通いの場が開催さ
れ、地域住民同士が交流する機会が設けられて
いる。 

既存の地域行事にできるだけ多く
の人が参加するような機運をつく
る（声かけ・広報） 

F 広報誌、ホームページ、掲示板を活用し、周知
がされている。 

祭りを通じて世代間交流を進める F 長島の出口地区では地域の人たちが集まる秋
祭りなどを実施している。また、多度祭や石取
祭などを通じた世代間交流がされている。 

③ 日常的な交流の中で理解を深めましょう 

 地域の人たちがあいさつを交わす
間柄になるよう声かけ・あいさつ運
動を推進する 

A あいさつ運動グループが星見ヶ丘小学校にお
いて、あいさつ運動を実施している。 

散歩や立ち話など人が自然に出会
い、会話を交わせる機運をつくる 

B あいさつ運動への参加を地域に呼び掛けてい
る。 

地域住民同士が地域の課題を共有
し、解決策を考える場をつくる 

F 社協に生活支援コーディネーターを配置し、地
域住民とともに地域課題を共有し、解決策を考
える協議体などの設置にむけて活動をしてい
る。 

支援や援助を要する人が、自らの情
報を地域で開示できる場をつくる 

F 要援護者台帳により災害等の緊急時において、
支援や援助を必要な人の情報を共有すること
ができる。 
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活動内容 評価 進捗状況等 

若い世代が地域活動やまちづくり
について発言できる場をつくる 

F まちづくり拠点施設が設置され、地域住民がま
ちづくりについて考えていく場が設けられて
いる。 

ケーブルテレビ等を活用して各地
域を紹介する 

F 市政等に関する情報をケーブルテレビ会社に
提供している。 

④ 地域の組織・団体の活動を通じて理解を深めましょう 

 組織の中での人材発掘・育成を進め
る(趣味や特技を活かした活動の推
進） 

F 地区社協事業や通いの場で個々の特技を活か
した活動が進められている。シルバー人材セン
ターでは、高齢者の豊かな経験や能力を生かし
て、仕事を通じて社会貢献をしている。 

老人クラブなどの既存の組織を活
性化する 

F 組織の継続、活性化のため新規会員の勧誘に努
めている。 

既存の活動団体へ積極的に参加す
る 

D － 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○「全員参加型市政」の一環として、市長が市内で活動する団体等を訪ねる「市長

カフェ」を実施し、直接、市民と意見交換を行うなどして、地域の声を聴く機会

を設けている。 

○社会福祉協議会では、地区社協の設立を進め、１か所の設立を支援した。また、

６人の生活支援コーディネーターを配置し、地域住民主体の支え合いの仕組みづ

くりを進めた。 

 

(2) みんなが共に生きるという意識をもって、人と自然が共に育み合えるまちをつく

りましょう                       【共生・エコロジー】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① みんなで話し合い地域の規範（ルール）をつくりましょう 

 ごみ出し、ペットの飼い方、公共施
設の利用など地域のルールを共有
化する場をつくる 

Ｆ 多くの自治会では、規約に基づき地域での活
動・運営がされている。 

地域で決めたルールを、誰にでもわ
かるよう看板やチラシなどで明示
する 

Ｆ 地域の集会所等の掲示板に行事予定やお知ら
せ事項を掲示している。 

地域の人たちが、お互いに注意し合
える関係を築く 

Ｄ － 

地域の利益を意識して行動する D 
 

各自治会の資源物回収活動において、回収実績
により報償金等があり、地域の利益に還元され
ている。 
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② 地域に関心・愛着を持って快適なまちをつくりましょう 

 地域の誰もが、きれいなまちの維持
を心がけ、汚せない環境をつくる 

F 
 

アダプトプログラムには70以上の個人・団体が
登録しており、公園や道路・河川などの清掃や
花壇の手入れなどを実施し、公共の場の美化・
緑化活動を行っている。 

一人ひとりが人に気遣いできるよ
うマナーを高める 

D 
 

－ 

地域の歴史や文化を知り、地域に対
する愛着や誇りが持てるような取
組を行う 

A 
 

桑名の千羽鶴体験教室を通いの場で行い、桑名
の歴史、文化を普及・啓発している。 

③ みんなが快適に暮らすために知って、学んで、活動しましょう 

 リサイクルの仕組みを理解できる
よう、地域ぐるみで学習する 
（クルクル工房等の見学） 

F 小学校で環境学習やふれあいトークにおいて、
リサイクルの仕組みやごみの減量などの学習
を実施している。 

ペットの飼い方などについて地域
の人たちが一緒に学べる場をつく
る 

D － 

野生動物との共存について地域ぐ
るみで考える場をつくる 

F 野生動物の被害に対し、地域の自治会及び農家
組合などを中心に獣害対策委員会を設置し、ア
ンケートや協議がされている。 

④ マナーの意識をみんなで高めましょう 

 家庭・地域・学校・企業が連携して
マナーについて学ぶ機会をつくり、
マナー意識を高める 

F 環境デー（６月）にあわせ、資源ゴミ回収等地
域の清掃活動、花壇設営､中学校生徒会を中心
にしたボランティア活動を行っている。４年生
の社会科授業を中心に、ゴミの分別、資源にな
るゴミの学習や、リサイクル学習を通して、日
常的にゴミの分別処理を行っている。 

家庭・地域・学校が連携して自尊感
情を育てていく 

D － 

ゴミ・たばこの吸い殻のポイ捨て禁
止のキャンペーンを推進する 

D － 

清掃活動ボランティアの❝見える 
化❞を推進する 

F 水郷花火大会後は、例年多くのボランティアに
よる清掃活動が実施されている。 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○市内９中学校ブロックにおいて、「人権教育推進協議会」を設置し、地域や保護者

及び関係機関と連携・協議しながら、人権教育や人権啓発に関する学習会や講演

会等を計画・実施し、人権尊重の学校づくり、地域づくりを目指して取組を進め

ている。 

○市等が管理する道路、公園等の公共空間を、場所を決めて、市民、事業者のボラ

ンティアで、清掃・美化活動をしてもらい、市は、その活動の支援(清掃用具類の

支給や貸与、ボランティア活動保険への加入、アダプトサインの設置など)を行う

桑名市アダプトプログラム制度を実施しており、2019（平成31）年１月末現在、

79団体が登録している。 
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(3) 誰もが気軽に地域活動やボランティアに参加できるまちをつくりましょう 

【地域活動・ボランティア活動】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① みんなが活動できるよう情報を共有しましょう 

 ボランティア活動を広報などさま
ざまな媒体で紹介する 

Ｆ 社協だよりやNPO活動ニュースの中でボラン
ティア情報の紹介を行っている。 

ボランティア活動の❝見える化❞を
推進する 

Ｆ 社協ホームページに市内ボランティア団体の
一覧を掲載している。それにより情報を得る機
会を広げ、ボランティア依頼を増加させ、活動
の活性化を図っている。 

身近な自治会などで、地域の課題に
ついて話し合う機会をつくる 

Ｆ 社協に生活支援コーディネーターを配置し、地
域住民とともに地域課題を共有し、解決策を考
える協議体などの設置に向けて活動をしてい
る。 

② みんなの心に訴える活動のきっかけをつくりましょう 

 ボランティア活動でできることを
整理し、明示し、取り組むきっかけ
をつくる 

Ｆ 社協に生活支援コーディネーターを配置し、地
域住民とともに地域課題を共有し、解決策を考
える協議体などの設置に向けて活動をしてい
る。 

ボランティア活動をポイント制で
評価し、還元されるしくみを推進す
る 

Ｆ 介護支援ボランティア制度でボランティアの
ポイント制を実施し、市内の各福祉施設でも活
動できるよう推進している。 

子どもや若い世代を対象としたボ
ランティア活動の体験学習（機会）
を増やす 

Ｆ 社協では、小中学校で福祉学習やボランティア
活動を通じて、地域に身近な福祉課題に関心を
持ち、実践してもらう福祉教育活動に助成等の
支援を行っている。 

楽しみながら取り組めるボランテ
ィア活動をPRする（イベント、祭り
など） 

Ｆ 地域コミュニティ課では毎年、各ボランティア
団体などの活動のPRを行う機会を設けている。 

③ 地域組織を中心に活動をはじめましょう 

 地域ボランティア活動をわかりや
すく周知する 

Ｆ 「あした笑顔になあれ！」というボランティア
活動ハンドブックを作成して、ボランティア活
動に興味がある方等への説明に使用している。 

自治会内でボランティア活動を習
慣化する（定期的な清掃活動など） 

Ｆ 各地区に自治会において定期的に公園清掃な
どを行っている。 

④ 誰もが気軽に参加できる活動の場をつくりましょう 

 ボランティア活動をきっかけに仲
間づくりができるような気軽な活
動を推進する 

Ｆ 地区社協事業や通いの場などのボランティア
活動が新たなつながりづくりの場となってい
る。 

子どもから高齢者まで多世代交流
型のボランティア活動を推進する 

Ｆ 社協のボランティアセンターでは、登録、立ち
上げ、情報提供など広く活動の支援をしてい
る。 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 
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〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○介護保険関連施設等において高齢者が行うボランティア活動の実績を評価した

上で、ポイントを付与し、そのポイントに応じた交付金を交付する介護支援ボラ

ンティア制度を実施し、高齢者の介護支援ボランティア活動による地域貢献を積

極的に奨励するとともに、より良い活動ができるよう支援している。2019（平成

31）年３月末現在、ボランティア登録は347人、受入施設等は97か所ある。 

 

 

２ 地域を見守る＜仕組みづくり＞ 

(1) 高齢者、障害のある人、子ども・子育て家庭を地域を見守る仕組みをつくりましょう 

【見守り】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 地域で課題を共有しましょう 

 地域の課題・困りごとを地域の中で
明示する仕組みをつくる 

Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催し、地域
における支えあい活動を広める活動を行った。 

地域の中で個人情報も含め必要な
情報を共有できる仕組みを考える 

Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催し、地域
における支えあい活動を広める活動を行った。 

住民一人ひとりが地域に関心を持
って地域の課題を知るように心が
ける 

Ａ 多度、長島、大山田のフェスタではポスター展示
を行い、住民への働きかけや啓発を行った。 

② 地域が連携する仕組みをつくりましょう 

 地域包括支援センターを中心に、支
援を要する人たちを見守る仕組み
を構築する 

Ｆ 一部地域において、見守りネットワーク会議を開
催している。 
また、各地区に通いの場ができてきており、見守
りの機能も果たしている。 

自治会と民生委員児童委員が連携
できる機会を増やす 

Ａ 一部地域において、地域のイベント(夏まつり)の
開催、地域のサロン活動をしている。 
※市民のための支えあい（愛）講座、ポスター展
示において周知を行う。 

ご近所声かけ運動を推進する Ｆ 老人会などの挨拶運動。民生委員児童委員訪問活
動 

地域の組織・団体の定期的な交流の
場を設ける 

Ａ ウォーキング、まつりなどの行事、地域サロン活
動※ポスター展示 

③ 地域を見守る新たな仕組みをつくりましょう 

 地域に高齢者SOS委員（仮称）を設
ける 

Ｆ 桑名市SOＳ緊急ネットワーク事業協力機関 

高齢者見守りパトロールを実施す
る 

Ｆ 配食サービス、見守りネットワーク※部会員の地
域で取り組んでいる。 
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 地域でごみ出し支援の仕組みをつ
くる 

Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催し、地域
における支えあい活動を広める活動を行った。 

地域において福祉活動を推進する
役の創設を検討する 

Ｆ 天神が丘では災害時要支援者台帳を作成し、地域
で誘導する仕組みづくりに取り組んでいる。また、
福祉委員を設置し、地域の見守り活動も広めてい
る。 

地域で住みながら衣食住のサポー
トを受けられる仕組みをつくる 

Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催し、地域
における支えあい活動を広める活動を行った。 

災害時に避難場所などに誘導でき
る支援体制をつくる 

Ａ 天神ヶ丘自治会連合会自主防災隊では、避難行動
要支援者個別支援マニュアルを作成され、避難行
動要支援者にも訓練を呼び掛けを行っている。 

空き家を活用する仕組みをつくる Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催。講座内
で空き家を活用されて活動されているガーデン大
山田の方にお話しいただいた。 

④ 地域ぐるみで子育てをしましょう 

 子育てサロンが市内すべてにつく
られるよう推進します 

Ｆ 地域やボランティアグループが主体になったサロ
ンを運営しているが、市内全ての地区での開催ま
では至っていない。※ポスター展示で子育てサロ
ンの周知を行った。 

子育て支援の担い手を育成する Ｆ ファミリーサポートセンター事業（援助会員養成
講座）等 

子どもがいろいろな人と交流しな
がら科学など正しい知識が得られ
る場をつくる 

Ｆ 内容は異なるかもしれないが、小学校の授業にお
いて「昔の遊び」の体験など、地域の人と交流す
る機会はある。 

⑤ 心の垣根を取り払いましょう 

 高齢者、障害のある人の地域におけ
る社会参加を積極的に推進する 

Ａ 障害者を対象に、障害者余暇活動支援として『音
楽と趣味を楽しむ体験会』を実施した。 

高齢者、障害のある人、子どもなど
関係なく誰もが一緒に集まれる場
をつくる 

Ａ 障害者を対象に、障害者余暇活動支援として『音
楽と趣味を楽しむ体験会』を実施した。 

地域の福祉施設利用者と地域住民
との交流を促進する 

Ａ 障害者を対象に、障害者余暇活動支援として『音
楽と趣味を楽しむ体験会』を実施した。 

障害と障害のある人の理解が深ま
るよう研修会や車いすの体験を実
施する 

Ｆ 福祉の出前講座、障害福祉課、精神保健福祉ボラ
ンティア講座等 
※平成29年度に「市民のための防災講座」を開催 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○桑名市総合計画で進める、全員参加型市政を目指し、新たなコミュニティ組織、

「（仮称）まちづくり協議会」の形成に向けた取組を開始した。 

○地域共生社会を実現するための一手段として、福祉領域とスポーツ・文化活動な

どのいきがい領域との統合化を図り、総合的・一体的な体制で活動に取り組むた

めの検討を行った。 
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(2) みんなが協力して安全・安心な仕組みのあるまちをつくりましょう 

【安全・安心（防犯・防災】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 地域の安全をみんなで守りましょう 

 登下校時の見守りパトロールを推
進する 

Ｆ 各地区において、老人会や地区社協などが主体
で実施している。 
※部会員の地域では取組がある。 

地域住民主体のパトロールが行わ
れるよう自主防犯組織の立ち上げ
を推進する 

Ｆ 一部地域では青パトの活動等に取り組まれて
いる。 

② 地域ぐるみで災害に備えましょう 

 各地域における自主防災組織づく
りを推進する 

Ａ 天神が丘地区自主防災組織が行う防災訓練視
察の様子をポスター展示し、自主防災組織の活
動を周知した。※平成29年度に「市民のための
防災講座」を開催 

各自主防災組織により救済のため
の個別計画を作成する 

Ｆ 自主防災組織にて計画書が作成されている。※
平成29年度に「市民のための防災講座」を開催 

災害時要援護者の支援を想定した
避難訓練を実施する 

Ａ 天神ヶ丘自治会連合会自主防災隊は、地域にお
ける災害時の要援護者台帳への声掛けなどが
行われている。 

災害の種類別研修会を開催する Ｆ 防災・危機管理課等が主催で様々な災害の種類
を想定した研修会を実施している。 
※平成29年度に「市民のための防災講座」を開
催 

③ 地域の防災対策に対して提言できる場をつくりましょう 

 防災計画づくりに市民が参画でき
るような仕組みを考える 

Ｆ 地域防災計画 
※平成29年度に「市民のための防災講座」を開
催 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○地域の絆で犯罪の未然防止を推進するため、一定要件を満たした地域防犯活動団

体に補助金を交付し、活動の促進を促している。 

○３年に一度行われる自治会連合会単位の自主防災訓練以外にも、希望があれば、

各自治会単位で行う訓練の指導等を行い、発災時に住民が自ら行動し、共助（互

助）に繋がるような指導を目指し、取り組んでいる。 
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(3) 必要な人に必要な情報が届き、気軽に相談できる仕組みをつくりましょう 

【情報提供・相談】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 誰もが参加できる仕組みをつくりましょう 

 参加したい活動について相談でき
る仕組みをつくる 

Ｆ ボランティアセンター、人材バンク 

ご近所同士が誘い合う仕組みをつ
くる 

Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催し、地
域における支えあい活動を広める活動を行っ
た。 

引きこもりがちな人に対し、声をか
け参加を呼びかける体制をつくる 

Ａ 地域防災計画 
※平成29年度に「市民のための防災講座」を開
催 

② 既存のものを活用する仕組みをつくりましょう 

 空き家などをサロンとして活用で
きる仕組みをつくる 

Ａ 市民のための支えあい（愛）講座を開催。講座
内で空き家を活用されて活動されているガー
デン大山田の方にお話しいただいた。 

学校や公共施設の一角などで、情報
交換を通じて高齢者たちが子ども
を導ける場を設ける 

Ｆ 学校等を会場とした地域イベント（くわべの秋
等） 

③ 必要な人に必要な情報が届く仕組みをつくりましょう 

 困ったこと、知りたい情報などを相
談できる窓口（ワンストップサービ
ス）を設置する 

Ａ 大山田コミュニティプラザ内に福祉なんでも
相談センターが設置されている。※市民のため
の支えあい（愛）講座にて、福祉なんでも相談
センターの方に講師としてきていただき周知
を行った。 

小学校などで情報交換ができる瓦
版をつくる 

Ｆ 学校の情報誌等が発行されている。 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○「桑名市における新しい保健福祉総合相談支援のあり方」（保健福祉総合支援健康

委員会：2015・2016（平成27・28）年）を検討し、桑名における相談支援体制

のあり方の構想を取りまとめた。 

○介護や障害、子育てなど、さまざまな福祉分野の相談に対し、縦割りではなく、

総合的に対応できる「福祉なんでも相談センター」を、2017（平成29）年度に開

設した。また、利用者目線に立ち、暮らしに密接した商業施設の中に子育て支援

センター（にこにこ）を設置した。 

 

  



103 

３ 地域をつなげる＜場づくり＞ 

(1) 誰もが気軽に集える交流の場をつくりましょう           【交流】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 公園や公共施設を活用した交流と伝承の場をつくりましょう 

 安心して利用できる公園を整える
（住民の目線で点検） 

Ｂ 活動内容の検討や市担当課からの情報収集な
どを行っているが、具体的な活動には至ってい
ない。 

地域の人たちが定期的に集まれる
場（体操など健康づくりの場など）
をつくる 

Ｂ 活動内容の検討や市担当課からの情報収集な
どを行っているが、具体的な活動には至ってい
ない。 

公園マップを活用して積極的に社
会参加する 

Ｆ 子育て支援に関して、トイレのある公園の情報
等を紹介している。 

公園や博物館を、子どもと高齢者が
一緒に遊んだり、学んだりする交流
拠点として活用する 

Ｄ － 

② 既存施設を活用して地域活動の拠点をつくりましょう 

 空き家を借り受けてサロンなど地
域活動の拠点とする 

Ｆ 地域の集会所や自宅にて地区社協、地域住民等
が通いの場の運営を行っている。 

空き教室などの利用頻度の低い公
共施設を活用して交流の拠点とす
る 

Ｆ 地区社協などが旧幼稚園舎を活用し、宅老所を
運営している。 

桑名駅の美化等を進め、市民が憩え
る場所にする 

Ｄ 桑名駅周辺の整備に伴い、今後の活用方法を検
討する。 

市内どこでも座談会の開催を推進
する（既成概念にとらわれない場の
活用） 

Ｆ まちづくり拠点施設において地域住民主体で
座談会等が行われている。 

③ 身近なところに交流拠点をつくりましょう 

 誰もが気軽に公民館を利用できる
ようにする 

Ｆ まちづくり拠点施設の設置に伴い、今後の活用
方法を検討する。 

学習する、運動する、話し相手にな
る、調理するなど交流の要素が揃っ
た拠点を設ける 

Ｆ まちづくり拠点施設が地域住民同士が交流す
る場となっている。 

地域の誰もが気軽に集まれるサロ
ンをつくる 

Ｆ 地域の集会所や自宅にて地区社協、地域住民等
が通いの場の運営を行っている。 

利便性や効果を考え場づくりを進
める 

Ｆ まちづくり拠点施設において地域住民主体で
座談会等が行われている。 

既成概念にとらわれない場づくり
を考える 

Ｆ まちづくり拠点施設において地域住民主体で
座談会等が行われている。 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けられるよう、できる限り徒歩圏

内で、地域住民が、交流の場を提供する、「通いの場」の創出を積極的に進め、

2019（平成31）年３月末現在、72か所登録されている。 

○地域のまちづくりの推進の場とするために、地区市民センター及び公民館を「ま

ちづくり拠点施設」へと機能転換した。 
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(2) 誰もが能力を発揮できる場をつくりましょう          【能力発揮】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 高齢者や障害のある人が能力を発揮できる場をつくりましょう 

 高齢者の知識や経験が地域のため
に活かされる場をつくる 

Ｆ 地区社協、地域住民等が通いの場の運営を行
い、参加者全員が役割をもって活動をしてい
る。 

地域の集会場・宅老所を、高齢者や
障害のある人の能力が発揮できる
場とする 

Ｆ 地区社協、地域住民等が通いの場の運営を行
い、参加者全員が役割をもって活動をしてい
る。 

広報などで働く場所の情報を提供
する 

Ｆ シルバー人材センターが高齢者の働く機会の
情報提供をしている。 

地域に誰でも関われる仕事場をつ
くる 

Ｄ － 

② 誰もが能力発揮・労働を通じて交流できる場をつくりましょう 

 発揮できる能力を発表できる場を
つくる 

Ａ 月に一度、「音楽と趣味を楽しむ体験会」を開催
した。 
三重県障がい者芸術文化祭で作品を出展する
機会を設けた。 

学校や園で、地域の人たちが自分の
得意な分野で子どもたちと一緒に
放課後などに活動する 

Ｆ 地区社協が子どもたちとの交流の機会を設け
ている。 

学校や園のカリキュラムの中で、地
域の人たちとの交流機会（地域の先
生）を設ける 

Ｆ 地区社協と学校とで「昔の遊び」等による交流
の機会を設けている。 

能力発揮の❝見える化❞を推進する
（人目につく場で発表） 

Ｆ 宅老所、まちづくり拠点施設などで作品展を開
催している。 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○地域住民を主体とする「サポーター」の活動や「通いの場」の運営が促進される

よう、高齢者の健康ケアに関する知識を習得したボランティアを育成するため、

「高齢者サポーター養成講座」及びその修了者を対象とした「ステップアップ講

座」を開催している。2014（平成26）年度から2018（平成30）年度までに延べ

499人が受講している。 
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(3) 誰もが安全で快適に移動できるように提案の場をつくりましょう 

【快適な移動】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 誰もが安全に移動できる空間（道等）についてみんなで考えましょう 

 道路の危険な箇所などを通報し、改
善を促す仕組みをつくる 

Ｄ グループ員がいないため活動ができていない。 

歩道と車道の分離など、歩行者の安
全に関わる提言ができる場をつく
る 

Ｄ グループ員がいないため活動ができていない。 

歩道を楽しく歩くための工夫をす
る 

Ｄ グループ員がいないため活動ができていない。 

② 誰もが気軽に移動できる手段についてみんなで考えましょう 

 コミュニティバスの路線、運行時間
など利便性やあり方について市民
の意見を聞く場をつくる 

Ｂ 検討していた地域独自の取組があるため、一時
活動休止とする。（平成29年度より） 

地域主体のデマンド交通などを検
討する 

Ｆ 市担当課において検討している。 

コミュニティバスの乗降支援ボラ
ンティアを検討する 

Ｄ － 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○交通安全施設に関しては、点検や地元自治会からの要望など市民からの情報を得

て、必要に応じて対応している。また、通学路についても「桑名市通学路交通安

全プログラム」に基づき、毎年学校区ごとに要望された箇所について重点的に対

策している。 

○コミュニティバスについては、全ルートに、高齢者や障害のある人が利用しやす

い低床ノンステップバスを導入し、車椅子での乗降時は運転手による補助を実施

している。ルートの変更等については、地域及び利用者の意見を参考に、2018（平

成30）年度には全ルートを見直している。 
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(4) 誰もが医療体制に関する正しい情報を得て、健康づくりができる場をつくりましょう 

【医療・健康づくり】 

〔市民の取組〕 

活動内容 評価 進捗状況等 

① 安心できる医療体制についてみんなで考える場をつくりましょう 

 医療体制に関する不安をなくすた
め、市民が考える場を設ける 

Ｆ 地方独立行政法人桑名市総合医療センター評
価委員会が開催されている。 

必要な人に必要な情報が行きわた
るように情報発信をする 

Ｆ 医療機関が通信を発行している。 

② 地域ぐるみで健康づくりに取り組みましょう 

 高齢者向けの公園の整備を検討す
る 

Ｆ 地域住民が公園で通いの場などを開催してい
る。 

桑名いきいき体操を活用して全市
的な健康づくりを進める 

Ｆ 市保健医療課が「桑名いきいき体操サポータ
ー」を養成し、桑名いきいき体操の普及・啓発
に努めている。 

地域の公民館などを有効活用する Ｆ 
 

公民館を活用し、桑名いきいき体操サポーター
を中心に、活動を行っている。 

多くの人を巻き込んだ健康づくり
活動を進める 

Ｆ 市保健医療課が「桑名いきいき体操サポータ
ー」を養成し、桑名いきいき体操の普及・啓発
に努めている。 

※評価：A＝現在取り組んでいる B＝現在準備中（活動グループあり)  C＝現在検討中 
D＝今後検討      F＝市民会議以外の組織（機関）が取り組んでいる 

 

〔行政・社協の支援〕 

▼2014～2018（平成26～平成30）年度に実施した事業・取組の成果 

○地域での急性期医療及び高度医療を担う中核病院として、地方独立行政法人桑名

市総合医療センター新病院が2018（平成30）年４月に開院した。このことによ

り、急性期医療、小児周産期医療、高度医療への対応が可能になり地域医療体制

が充実した。 

○ホームページや広報へ地域医療に関する情報の掲載を行うとともに、在宅医療と

の介護の連携に関する講演会等を開催し、市民への周知を図っている。  
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資料２ 計画の策定経緯 

月 日 内   容 

2018（平成30）年 

11月28日～ 

12月14日 

健康と福祉に関する市民アンケートの実施 

・住民一般調査及び中学生調査 

2019（平成31）年 

２月７日 

 

平成30年度 第１回 桑名市地域福祉計画策定委員会 

・委員長及び副委員長の選任について 

・桑名市地域福祉保健計画の位置づけについて 

・健康と福祉に関する市民アンケート調査結果について 

・その他（自殺対策計画について【報告】） 

３月14日 

 

地域福祉計画推進運営会議及び地域福祉計画合同委員会 

・平成30年度の活動評価について 

・全体市民会議について 

2019（令和元）年 

４月15日 

 

地域福祉計画推進運営会議及び地域福祉計画合同委員会 

・全体市民会議について 

６月３日 地域福祉計画推進運営会議及び地域福祉計画合同委員会 

・全体市民会議について 

６月16日 

 

全体市民会議（市民×市民団体×ボランティア交流会） 

・地域福祉計画推進市民会議活動報告 

・各団体の活動紹介 

・グループワーク（活動の良いところ・困っていること など） 

７月13日 

 

第１回 市民活動の充実を考える会議 

・各団体の活動紹介 

・活動の充実に向けた意見交換（活動の良いところ、困っていること など） 

８月１日 地域福祉計画推進運営会議及び地域福祉計画合同委員会 

・市民活動の充実を考える会議について 
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月 日 内   容 

８月５日 

 

令和元年度 第１回 桑名市地域福祉計画策定委員会 

・第３期桑名市地域福祉計画の取組について 

・現状と課題について 

８月25日 市民活動の充実を考える会議 

・各団体の活動紹介 

・活動の充実に向けた意見交換（課題の解決策 など） 

９月28日 地域福祉計画推進市民会議合同部会 

・桑名市地域福祉保健計画の策定状況について 

10月29日 令和元年度 第２回 桑名市地域福祉計画策定委員会 

・桑名市地域福祉保健計画の素案について 

12月20日 令和元年度 第３回 桑名市地域福祉計画策定委員会 

・桑名市地域福祉保健計画案について 

2020（令和2）年 

１月16日～ 

２月14日 
パブリックコメントの実施 

３月11日 令和元年度 第４回 桑名市地域福祉計画策定委員会 

・桑名市地域福祉保健計画の最終案について 
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資料３ 桑名市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

所 属 等  氏   名 備 考 

名古屋柳城短期大学准教授 長谷中 崇志 
◎委員長 
（桑名市地域福祉計画推進市民

会議顧問） 

社会福祉協議会代表 山 中  啓 圓  

医師会 代表 

松 岡  初 文 令和元年6月30日まで 

浜 畠  望 令和元年７月１日から 

地域包括支援センター代表 佐藤 美佐子  

自治会代表 藤 原  隆  

障害者団体連絡協議会代表 細井 五十鈴  

保育所保護者代表 

村田 亜矢子 平成31年３月31日まで 

城 野  里 香 令和元年６月６日から 

ボランティア連絡協議会代表 川瀬 みち代  

民生委員・児童委員代表 佐 藤  美 子  

教育関係代表（スクールソーシャル
ワーカー） 

渡 邉  恵 子  

健康推進員会代表 加 藤  通 惠  

食生活改善推進協議会代表 伊藤 ふみ子  

地域福祉計画推進市民会議代表 髙橋 恵美子 
○副委員長 
（桑名市地域福祉計画推進市民

会議会長） 
 

〔参考意見聴取〕 

地区社会福祉協議会連絡協議会代表 近 藤  清 二 
令和元年度第２回・第３
回策定委員会に出席 

 


